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 八王子市環境白書は、八王子市環境基本条例に基づき、

環境保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ため、毎年、市の環境の状況及び環境基本計画に基づく

施策の実施状況を点検・評価し、明らかにしたものです。  

市の環境の状況及び環境基本計画の施策の実施状況を

明らかにした「本編」と、市の環境の現状に関するデー

タを「データ集」としてまとめた２分冊で構成しており、

本書を「本編」と位置づけています。  

データ集とあわせてご活用ください。 
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序章 八王子市の概況 

 

本市は、都心から約４０ｋｍ西に位置し、５６万人の市民を擁する都内唯一の中核市です。 

 １８６ｋｍ２の市域に対し「みどり」は約６割におよび、１６の河川源流域を有する自然豊かな都

市です。この豊かな自然が身近に共存している八王子の環境は、私たちの大きな財産です。 

また、２１の大学等が立地するとともに、先端技術産業が集積する極めて将来性に富んだまちでも

あります。 

 

１ 八王子市の現況 

   ■ 面積等 

      面 積 ： １８６.３８ｋｍ２ 

      周 囲 ： ９５.８ｋｍ 

      広がり ： 東西２４.３ｋｍ 

           南北１３.４ｋｍ 

 

   ■ 人口等（住民基本台帳 令和６年３月末日現在） 

      人 口 ： ５５９，５２６ 人 

       男   ２７９，３６３人 

       女   ２８０，１６３ 人 

      世帯数（住民基本台帳 令和６年３月末日現在） 

２８２，４９５ 世帯 

     

   ■ 市政世論調査（令和５年度実施） 

      これからも八王子市に住み続けたい ・・・・・・・・・・・・・・・８９．７％ 

      住み続けたい理由として、緑が多く自然に恵まれている・・・・・・・６４．６％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

位置図 

市の木「イチョウ」 市の花「ヤマユリ」 市の鳥「オオルリ」 
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第１章 八王子のより良い環境づくりのために 

 

環境の世紀と呼ばれる２１世紀の初頭２００１年（平成１３年）を「環境元年」と位置づけ、環境

保全に取り組む基本となる考え方を「環境基本条例」として制定しました。 

平成１６年３月には、市民・事業者と市の協働により「八王子市環境基本計画」を策定し、計画策

定から１０年になる平成２６年３月に、新たに「第２次八王子市環境基本計画」を策定しました。対

象期間は、平成２６年度を初年度とした１０年間です。 

 

１ 環境基本条例の特徴 

  環境基本条例とは、良好な環境を確保し、次世代に引き継いでいくための基本となる考え方や市

民・事業者と市の役割、それぞれの取組の基本的な事項を定めるための条例です。 

 

（１）市の役割 

ア 市の全ての事業を環境の保全等の視点から捉え直す 

イ 市民・事業者と協働して総合的な計画を考え、実施する 

ウ 市民・事業者自らが取り組む身近な環境の保全等の活動に対し、支援する 

 

（２）市民・事業者の皆さんにしていただきたいこと 

  ア 日常生活や事業活動そのものが環境に影響を与えていることを理解する 

  イ 良好な環境とは何かを考える 

  ウ 身近な環境について調べてみる 

  エ 良好な環境の確保に向けてできることから行動してみる 

 現代の環境問題を解決するためには、市民・事業者と市が協働により環境を保全し、回復し創

造するために取り組まなければならず、そのためのしくみを明らかにすることが重要です。 

 

（３）環境推進会議 

   市の取組と市民・事業者の皆さんの活動とを結びつけるために設置されています。 

環境市民会議や環境保全活動団体などから寄せられた提言や要望、環境市民会議では解決が難

しい問題について話し合い、市の取組や環境市民会議の活動などに反映していきます。 

 

（４）環境保全推進地区 

 市民・事業者の皆さんが、生活し、 

事業活動を行う身近な地域の環境の 

ために、自ら活動しやすいように、 

市内を６つの地区に分け、環境保全 

推進地区を設定しました。 

 

市内６地区 
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２ 第２次環境基本計画の特徴  

環境基本計画とは、総合的かつ計画的に市の環境施策と市民・事業者の自発的な環境保全活動を

推進することにより、本市の望ましい環境像の実現をめざすための計画です。 

前計画の成果や課題を整理したところ、「みどり」、「循環」及び「八王子の自然を愛する心」の３

つのキーワードが浮かび上がってきました。このキーワードを基に基本施策を策定したことが大き

な特徴です。 

  なお、基本理念及び望ましい環境像は前計画を継承しています。 

 

（１）基本理念 

 

 

 

 

（２）望ましい環境像 

 

 

 

※令和５年度に策定した「第３次環境基本計画」においても、基本理念及び望ましい環境像は 

上記を継承しています。 

 

（３）計画の期間・目標年度 

望ましい環境像の実現に向けたこの計画の対象期間は、平成２６年度を初年度とした１０年間

で、計画目標年度は令和５年度です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の期間・目標年度 

 

 

 

 

未来へつづく、水とみどりにあふれた健康で心やすらぐまち 望ましい環境像 

基本理念 
一人ひとりが環境について考え、その保全、回復及び創造に積極的に 

取り組み、環境負荷の少ない、人と自然とが共生できる社会をつくる 

 

計画期間：10年間 第1次環境基本計画 

平成16年度 平成26年度 令和5年度 

望ましい 
環境像 
の実現へ 

 

見直し 

（平成30年度） 

成果指標の 

目標達成 
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（４）計画の構成  

市が中心となって推進する「基本施策」と市民・事業者が市と協働して取り組む「協働プロジ

ェクト」、そして、市民・事業者が中心となって地域での環境保全に取り組む「地域の行動」で構

成されています。 

地域の特性を活かした身近な環境保全活動を実践する市民・事業者と、全市的な視点から施策

を展開する市が、協働しながら環境保全に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 目標達成のための基本施策 

４つの基本目標を基調に、各種の環境施策を体系的に展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

望ましい環境像「未来へつづく、水とみどりにあふれた 健康で心やすらぐまち」の実現へ 

み
ど
り
の
多
面
的
機
能
の
活
用 

森
林
の
循
環
の
強
化 

ま
ち
な
か
の
み
ど
り
の
保
全
・
創
出 

水
資
源
の
保
全
と
再
生 

良
好
な
水
質
の
保
全 

生
物
多
様
性
の
保
全 

ご
み
の
発
生
抑
制
と
資
源
化
の
推
進 

廃
棄
物
の
適
正
処
理 

二
酸
化
炭
素
（
Ｃ
Ｏ
２

）
排
出
量
の
削
減 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
普
及
拡
大 

低
炭
素
型
ま
ち
づ
く
り 

美
し
く
快
適
な
ま
ち
の
保
持 

安
全
で
健
康
な
暮
ら
し
を
守
る 

環
境
教
育
・
環
境
学
習
の
推
進 

環
境
情
報
の
提
供
、
収
集
及
び
活
用 

Ⅰ．人と自然が共生したま
ちをつくる 

Ⅱ．資源循環とエネルギー
の有効活用で、地球環境に
やさしいまちをつくる 

 

Ⅲ．みんなが協働して 
環境保全に取り組んで 
いるまちをつくる 

 

Ⅳ．安全で良好な環境 
のもと、健やかに暮ら 
せるまちをつくる 
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イ 協働プロジェクト 

市民・事業者が、市と協働して取り組む協働プロジェクトは、望ましい環境像を実現するた

め、環境問題の解決に対して大きな効果が得られ、取り組みやすい活動です。 

 プロジェクト名 成  果  プロジェクト名 成  果 

Ⅰ 里山復活 
里山を適正に管理すること
で、自然の機能を回復させる Ⅳ 環境教育サポート 

小・中学生が環境問題を考え
ることで、環境への意識の向
上を図る 

Ⅱ 生ごみ資源化促進 
地域の特性に応じた生ごみ
の資源化を進めることで、循
環の輪を広げる 

Ⅴ 地域の環境美化 
まちの美化活動に参加する
ことで、より住みよいまちを
つくる 

Ⅲ 省エネ応援 
環境にやさしい行動をとる
ことで、ＣＯ２排出量を削減
する 

 

 

ウ 地域の行動 

市民・事業者の取組として、「環境市民会議」が活動や計画策定の推進役となり、市内６地

区ごとに、地区のあるべき姿の実現に向けて活動します。 

「環境市民会議」は、６つの環境保全推進地区ごとに、その地区の環境が良くなるよう、地

域にあるさまざまな団体と連携して、自発的な環境保全活動を展開しています。 

  具体的な活動としては、身近な自然環境をその地区 

の皆さんに見て、知って、直接感じてもらうため、自 

然体験講座を開催するほか、小・中学生を対象にした  

環境教育支援を行っています。また、大気測定や水質 

検査などの専門的な活動から、ごみの分別講座や省エ 

ネ教室などといった市民に密接した活動を行うなど、 

その活動の範囲は広域化し、本市における環境保全活 

動の先駆けとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浅川での水質調査 

浅川で自然体験 

 

●主な取組 

・ 小学生を対象とした 

自然エネルギーなどの講座の実施 

●主な取組 

・ 長池公園や堀之内里山保全地域

などの保全活動 

●主な取組 

・ 谷地川の水質調査と生きもの 

調査 

●主な取組 

・ 地球温暖化防止のための 

省エネ生活の推進 

●主な取組 

・ 地元町会などと連携した 

大沢川・城山川のクリーン活動 

●主な取組 

・ 高尾山の自然・景観の観察と調査 
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（５）計画の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）計画の推進体制 

    市から市民・事業者へ：人材の育成や情報の提供、活動拠点の設置などで支援 

    市民・事業者から市へ：人材や情報の提供、技術協力や環境行政への参画などで協力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 環境の保全・回復・創造に関する目標を明らかにする 

・ 環境の保全・回復・創造に関する市民・事業者、市の取組の方向性を明らかにする 

・ 計画の推進体制と進行管理について明らかにする 

 
 
環境市民会議 

 

市民・事業者 

・地域からの環境保全活動の実践 

・地域環境の現況の把握 

町会 

 

 

学校 

 

ＮＧＯ 

ＮＰＯ 
 事業者 

団体等 

市 

・全市的視点での環境施策の展開 

・率先した環境行動の展開 

・市民・事業者の環境保全活動の支援 

 

庁内環境 

調整委員会 

 

所管 

 

所管 

 

所管 

 

所管 

 

所管 

 

協働 

環境市民会議の代表者、
公募市民、市の職員により、
市民・事業者の活動と市の
施策を協議・調整する組織 
 
 
環境基本計画の進行管理 

環境推進会議 
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３ 環境元年からの環境行政の歩み 

 

年 月 取組 関連頁 

H13年 
 

H14年 
 
 

H15年 
 

H16年 
 
 

H17年 
 
 
 

H18年 
 

H19年 
 
 
 
 

H22年 
 

 
H23年 

 
H25年 

 
H26年 

 

 
H27年 

 
H28年 

 
 
 

H29年 
 

H31年 
 
 

R2年 
 
 

 
R4年 

 
 
R5年 

 
 

R6年 

12月 
 

4月 
7月 
 

3月 
 

3月 
10月 

 
1月 
3月 
7月 
 

12月 
 

1月 
3月 
10月 

 
 

3月 
10月 

 
3月 
 

3月 
 

3月 
 
 

4月 
 

3月 
4月 
 
 

4月 
 

3月 
 
 

3月 
 
 

 
2月 
10月 

 
3月 
 
 

3月 

「環境基本条例」を公布・施行 
 
環境審議会を発足 
環境市民会議を設立 
 
環境学習リーダーの第１期生を認定 
 
「環境基本計画」を策定 
ごみの有料化、戸別・資源物回収の拡充 
 
環境学習室「エコひろば」を開設 
「環境にやさしい 八王子市役所エコアクションプラン」を策定 
「市街地内丘陵地のみどりの保全に関する条例」を施行 
 
環境自治体スタンダード「ＬＡＳ-Ｅ」を導入 
 
「路上喫煙の防止に関する条例」を施行 
 「ごみ処理基本計画」を策定 
粗大ごみ受付センターを開設 
（平成２１年４月にごみ総合相談センターに名称変更） 
 
「地球温暖化対策地域推進計画」及び「水循環計画」を新規策定 
プラスチック製容器包装の資源化拡大、資源物の戸別回収を実施 
 
温暖化防止センターを設立 
 
「八王子ビジョン２０２２（八王子市基本構想・基本計画）」を策定 
 
「第２次環境基本計画」を策定 
「再生可能エネルギー導入方針」を策定 
 
都内初の中核市移行 
 
佐川急便「高尾１００年の森」を「体験の機会の場」として認定 
八王子市地球温暖化防止活動推進センター（クールセンター八王子） 
を指定 
 
八王子市役所環境マネジメントシステム「Ｈ-ＥＭＳ」を導入 
 
「第２次環境基本計画改定版」を策定 
ごみ処理基本計画「循環型都市八王子プラン」を改定 
 
「みどりの基本計画」、「地球温暖化対策地域推進計画」及び「水循環計
画」を改定 
「環境にやさしい八王子市役所エコアクションプラン（第４次）」を策定 
 
「ゼロカーボンシティ宣言」を表明 
館クリーンセンター運用開始 
 
「八王子市未来デザイン２０４０」を策定 
「地球温暖化対策地域推進計画」を改定 
 
「第3次八王子市環境基本計画・八王子市生物多様性地域戦略」を策定 

Ｐ2 
 
― 

Ｐ5・65 
 
― 
 

Ｐ3 
Ｐ29 
 

Ｐ46 
― 
Ｐ16 
 
― 
 

Ｐ50 
― 
― 

 
 

― 
― 
 
― 
 
― 
 

Ｐ3 
Ｐ41 
 
― 
 

Ｐ47 
Ｐ43 
 
 

Ｐ39・84 
 
― 
― 
 
― 
 
― 
 

Ｐ29 
Ｐ33 
 
― 
Ｐ29 
 

Ｐ8 
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第２章 特集１「第３次八王子市環境基本計画・八王子市生物多様性地域戦略」の策定 

 

本市は、地球温暖化の進行による気候変動や生物多様

性の損失など、多岐にわたる環境課題に直面していま

す。また、経済や社会など環境を取り巻く状況は、近年

大きく変化しています。 

 そのため、市の環境や社会状況を踏まえた環境施策を

総合的かつ計画的に進めるため、令和６年（２０２４年）

３月に「第３次八王子市環境基本計画・八王子市生物多

様性地域戦略」を策定しました。 

  

計画の特徴 

これまで未策定であった“生物多様性の保全と持続可能な利用に関する基本的な計画”である「生

物多様性地域戦略」について、本市の豊かな自然環境の保全と社会課題の解決に向けた有効活用を

推進するため、環境基本計画と一体化させて策定しました。 

 

 

 本計画では、市の最上位計画である「八王

子未来デザイン２０４０」の施策体系を反映

させつつ、環境施策の着実な推進と評価を図

るため、環境分野ごとに５つの基本施策を設

定しました。 

 

 

 

気候変動の進行と生物多様性の損失は、地球規模の喫緊

の課題であり、お互いが密接に関係しています。解決に向け

ては様々な施策を巻き込んだ包括的な対応が求められるこ

とから、本計画では「気候変動の抑制」と「生物多様性の保

全」を２つの視点として基本施策に組み込みました。 

 

本市の環境をより良くしていくためには、環境問題を一人ひとりが自分事として捉え、行動し、

継続させていく必要があります。本計画には、市民や事業者ができる取組を「市民・事業者に期待

される取組」として紹介していますので、できることから少しずつ行動をお願いします。 

本市の豊かな自然環境と生きものたち(写真左からキビタキ、上川の里、トウキョウサンショウウオ) 

基本施策 

２つの視点 
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特集２「循環型都市八王子プラン（ごみ処理基本計画・清掃施設整備計画）」の改定 

 

本市は、市民・事業者の皆様のご協力により、人口５０万人以上の都市の

中で、１人１日あたりのごみ排出量の少なさで２年連続全国１位、リサイク

ル率は全国２位となりました（環境省発表 令和４年度〔2022 年度〕実績）。 

しかしながら、近年、国や東京都では食品ロス削減やプラスチック資源循

環、ゼロカーボンの推進に向けた法律の施行や計画の策定が行われていま

す。本市においてもこうした課題への取組を推進するとともに、本市に適し

たごみ処理・資源化システムを構築するため、令和６年（2024 年）３月に

「循環型都市八王子プラン（ごみ処理基本計画・清掃施設整備計画）」を改

定しました。 

 

計画の特徴 

本プランは、市の廃棄物行政に係る総合的な方針を定めた計画です。ソフ

ト（制度）とハード（施設整備）の両面から総合的に施策を展開していくた

め、ごみ処理基本計画を改定するとともに、新たに清掃施設整備計画を策定

しました。 

 ごみ処理基本計画では、「循環型都市八王子」を実現するため、３つの重

点プロジェクトと３つの基本方針を定め、市の上位計画と整合を図りなが

ら、一体的に各種施策に取り組んでいきます。また、食品ロスの削減の推進

に関する法律に基づく、食品ロス削減推進計画を包含しています。 

清掃施設整備計画では、将来にわたり安定的かつ継続的なごみ・資源物処理体制を確立すること

を見据え、市が実現を目指すべき４つの清掃施設整備方針を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみの減量・資源化を推進していくためには、市民・事業者の皆様のご協力が不可欠です。各重

点プロジェクトには市民・事業者・市の役割と行動が示されています。一人ひとりが今日からでき

るごみ減量を見つけていただき、取り組んでいただくようお願いいたします。 

重点プロジェクト１　食品ロスの削減(食品ロス削減推進計画)

重点プロジェクト２　プラスチック資源循環の推進

重点プロジェクト３　ゼロカーボンシティに向けた取組

基本施策１－１　地域での共創による取組

基本施策１－２　次世代へつなぐ環境のバトン

基本施策１－３　行動変容を促す啓発

基本施策２－１　食品ロスの削減

基本施策２－２　プラスチック資源循環の推進

基本施策２－３　３R(リデュース・リユース・リサイクル)の促進

基本施策２－４　事業者に向けた取組の推進

基本施策３－１　ゼロカーボンシティに向けた取組

基本施策３－２　社会情勢に応じた収集体制の構築

基本施策３－３　新たな資源化に向けた処理体制の確保

基本施策３－４　本市に最適なごみ処理体制の構築

基本施策３－５　災害時のごみ処理体制の確立

基本理念：「循環型都市八王子」の実現 清掃施設整備方針

重点プロジェクト

基本方針１

循環型都市八王子に

向けた共創による

取組の推進

持

続

可

能

な

ご

み

処

理

体

制

新

た

な

資

源

化

施

設

の

検

討

民

間

事

業

者

と

の

連

携

ゼ

ロ

カ

ー

ボ

ン

達

成

に

向

け

た

新

た

な

技

術

導

入

の

検

討

基本方針２

３Rとサーキュラー

エコノミーに

向けた取組の推進

基本方針３

持続可能な

ごみ処理体制の構築
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第３章 八王子の環境の現状と取組 

 

第１節 人と自然が共生したまちをつくる 

 

現状と課題 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１項 みどりの多面的機能の活用 

 

１ 森林の適正管理 

（１）多摩の森林再生事業 

都と森林所有者の間で協定を結び、管理が行き届かず荒廃している多摩地域のスギ・ヒノキ

の人工林の間伐を、市が都より受託し実施しています。 

年  度 R1 R2 R3 R4 R5 

間伐実施面積

（ha） 
44.82 46.17 48.39 49.31 31.92 

 

 

本市は市域の約６割を緑地が占めており（緑被率５８．４％、平成２９年度調査）、

多様な地形と豊かな自然環境を有する、都内でも有数のみどりが多く残る地域です。市

政世論調査の結果では、本市に住み続けたい理由として「緑が多く自然に恵まれている」

を選んだ人がトップを占めており（６４．６％、令和５年度調査）、市民のみどりに対

する関心の高さがうかがわれます。こうした市民の意識を背景に、地球温暖化の原因と

なる二酸化炭素の吸収・蓄積など、さまざまな機能を有しているみどりを保全すること

の重要性が再認識されてきています。 

一方で、市内のみどりを取り巻く環境は、時代の変化とともに年々厳しさを増してお

り、多くの課題を抱えています。市街地開発の進行に伴い土地の改変がすすみ、みどり

の総量が減少しつつあります。また、残っている樹林地や森林、農地などについても、

土地所有者や農林業従事者の高齢化、後継者不足などにより管理が行き届かない土地が

増え、みどりの質の低下や担い手の不足が顕著となりつつあります。 

これらの課題に対応するため、令和２年３月に改定した「八王子市みどりの基本計画」

では、基本方針としてみどりの「質の向上」「量の確保」「パートナーづくり」の３本の

柱を掲げ、みどりに関連するさまざまな施策を展開しています。 

また、市内には浅川をはじめとする多摩川水系１６河川の源流があり、多くの湧水や

沢なども存在します。すべての観測点で水質基準を達成しており、絶滅危惧種を含む多

くの魚類が確認されています。 

一方で、湧水の枯渇、河川水量の減少や瀬切れが散見されるなど、水循環機能の低下

が指摘されています。これらは森林などの減少、宅地化などによる雨水浸透機能の低下

が原因と言われています。 
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（２）森林経営計画書の認定 

森林所有者等は、森林の持つ機能が十分に発揮できるような森林形態をめざすため、森林経

営計画を作成します。この計画では、森林の木材生産を向上させるため、森林の整備（造林、

保育、伐採等）や木材の搬出等の長期的な方針を立て、施業を行います。市内では、１０の計

画地で１,７１９ｈａを認定しています。森林所有者等の森林整備には多額の費用がかかるた

め、この計画を立てることで森林所有者等は税制上の特例措置や補助金等の支援措置を受ける

ことができ、費用負担の軽減が図られ、森林の維持管理が進みます。 

 

（３）森林環境譲与税の活用 

森林がもつ公益的機能は、地球温暖化防止をはじめ、国土の保全や水源の涵養等、私たちに

広く恩恵を与えている一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、森林整備の担い手不足

等が大きな課題となっています。 

そのような現状の中、令和元年度より、国から市町村などに対して、私有林人工林面積、林

業就業者数及び人口を基準に「森林環境譲与税」が譲与されており、本市では、森林の公益的

機能の確保や市民に対する普及・啓発のため、次のような取組に活用しています。また、令和

６年度からは「森林環境税」（国税）として、1人年額１，０００円を賦課徴収しています。 

 

 

 

 

活用区分 取組／内容 活用額（円） 

森林整備 

＜民有林振興＞ 

林道の維持管理・木材利用の促進 
7,741,018 

＜森林管理巡視＞ 

 効果的な保全管理のための森林の管理巡視 
1,032,016 

＜緑地管理の支援（斜面緑地保全区域）＞ 

 土地所有者に対する緑地管理経費の支援 
14,554,166 

＜緑地管理の支援（緑地保護地区）＞ 

 土地所有者に対する緑地管理経費の支援 
3,886,000 

＜市行造林＞ 

 水源涵養、土砂流出防止、緑地保全のための整備 
390,400 

＜緑地の保全と活用＞ 

 上川の里における里山景観の復元 
792,000 

＜市有林管理＞ 

 景観の向上を図るため市有林を再生・整備 
11,558,098 

＜ナラ枯れ樹木対策＞ 

 公園、館クリーンセンター等でナラ枯れ樹木を伐採 
28,699,754 

人材育成・確保 
＜緑地管理の支援（緑地を守る人材の育成・活用）＞ 

緑地管理人材育成講習の実施 
332,000 

森林環境譲与税の活用状況（令和５年度） 
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２ 森林の活用 

都環境局は、平成２６年に一般財団法人セブン‐イレブン記念財団と協定を結び、「自然環境

保全・環境体験学習事業」を開始しました。 

  その後、市や近隣町会等を含めた運営協議会を経て、平成２７年に「高尾の森自然学校」が開 

 校されました。ボランティアによる森林整備、自然観察会やクラフトワークなどの環境学習プロ  

 グラム、企業や小・中学校による環境保全活動の受入れ事業などが行われています。 

  市では、都環境局と一般財団法人セブン‐イレブン記念財団が実施する事業への協力に関する  

 協定を締結し、地元町会・教育機関などとの調整や、事業の広報などを担っています。 

 

３ 里山の管理・活用 

（１）里山保全の課題 

自然環境の要素のひとつとして、丘陵地の森林や農地などが一体となった「里山」がありま

す。里山は、生きものの生息・生育環境として、また、人と自然のふれあいの場として重要な

役割を担っています。さらには、里山での生活の中で育まれた文化が根付いています。市内に

はこうした里山を含む谷戸が多く残されており、景観要素としても重要なものとなっています。 

しかし、多様なみどりの機能を持つ里山は、土地所有者の高齢化などの社会情勢の変化に伴

い、管理が放棄され、その公益的機能が低下する危機にあります。 

 

（２）東京都保全地域の管理と活用 

 都は、「東京における自然の保護と回復に関する条例（自然保護条例）」の規定に基づき、保

全すべき自然地として、市内で１４か所の「保全地域」を指定しています。地域ごとに保全計

画を定め、自然の保護と回復に向けて、都民、ＮＰＯ、企業、行政がそれぞれの特性を活かし、

協働した取組を実施しています。 

 都の指定する保全地域では、都が企業やＮＰＯ等と連携し、自然との触れ合い、環境学習、

体験活動等の自然環境保全活動を行う「東京グリーンシップ・アクション」のほか、未経験者

でも参加しやすい自然体験を提供し、都民に緑地保全活動の良さを体感してもらう「里山へＧ

Ｏ！」などが実施されています。 

 市は、都から危険木等の伐採や植生管理を受託し、自然環境の保全に努めるとともに、イベ

ントの実施を支援しています。 

 

（３）上川の里特別緑地保全地区の保全と活用 

市は、平成２２年度及び平成２９年度に上川町にある５０．９ｈａのみどりを、都市緑地法

木材利用 

＜いちょうホールの改修＞ 

総合受付のカウンター、ロビー設置の棚などに多摩

産材を活用 

562,497 

＜東浅川保健福祉センターの改修＞ 

建具などの木質化 
9,162,051 

その他 みどりの保全基金への積立 0 

  合計 78,710,000 
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に基づく特別緑地保全地区に指定して、「上川の里」として保全に努めています。 

上川の里の保全に向けて策定した「上川の里保全と整備の方針」に基づき、管理用トイレや

木道・散策路を整備し、地域住民とともに雑木林や水田などの整備を進めてきました。 

令和２年度には、さらなる保全活動を推進するため、同方針を「上川の里保全と活用の方針」

へと改め、令和４年度には現状に合わせて見直しを行っています。また、ＮＰＯや民間企業等

と上川の里保全活動協定を結び、官民協働した取組を展開することで、保全と活用を図るとと

もに、環境学習や企業の社会貢献活動の場として利活用しています。 

 

上川の里保全活動協定の締結 

団体名 協定締結時期 

本田技研工業株式会社 令和２年９月 

ＮＰＯ法人森のライフスタイル研究所 令和２年９月 

ＮＰＯ法人街づくり上川 令和３年５月 

株式会社小城プロデュース 令和３年７月 

八王子里山農業クラブ 令和４年４月 

株式会社ＮＴＴドコモ 令和５年３月 

日本コカ･コーラ株式会社 令和５年６月 

コカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社 令和５年６月 

 

（４）環境学習の場としての活用 

里山を環境学習の場所として活用することで、実際の自然体験を通じて動植物の生息・生育

に関する知識を身につけるだけでなく、人と自然が共生して育んできた里山の文化を知る機会

を得ることができます。 

市では、上川の里や佐川急便「高尾１００年の森」、里山保全地域等において、小学生とその

保護者を対象とした「親子里山保全体験講座」を開催し、自然観察や間伐材を利用したクラフ

トワーク等を実施しています。このような自然に囲まれた中での体験学習は、環境に負荷をか

けない生活様式を身につけられるとともに、自然環境の課題について理解し解決について考え

ることにつながります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

里山の沢で生きもの探し 

 

のこぎりによる間伐体験 
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４ 評価 

  第２次環境基本計画の第４章では、市が中心となって推進する１５の基本施策ごとに目標を立

て、事業を進めています。基本施策ごとに庁内環境調整委員会での点検・総括評価を行い、今後の

展開を決定した上で、環境推進会議で意見交換を行っています。 

  ここでは、基本施策Ⅰ―１みどりの多面的機能の活用についての評価結果を掲載します。 

成果指標 

 

（指標のねらい） 

身近な自然環境である里山の間伐や下草刈りなどの手入れを行い、適正に管理することにより、 

みどりの持つ多面的な機能が活かされます。適正に管理されている里山を増やしていき、将来的に

は森林全体の多面的な機能を発揮させる取組を行います。 

※３か所：上川の里特別緑地保全地区、八王子堀之内里山保全地域、八王子滝山里山保全地域  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２項 森林の循環の強化 

 

１ 木材利用の推進 

（１）八王子産材を含む多摩産材利用促進 

市民の利用頻度が高い市の施設等に多摩産材を使用することに

より、広く市民に木材の良さを認識してもらい、多摩産材利用のＰ

Ｒを行いました。市施設での多摩産材の利用を促進するため、平成

２９年度に「八王子市公共建築物等における多摩産材利用推進方

針」を策定し、低層の建築物は木造化を進めるとともに、新築工事

等において内装材の木質化により、多摩産材の利用を進めています。 

令和４年度実績

３か所

最終目標（令和5年度）

６か所

令和５年度実績

３か所
市が保全をすすめている里
山の数

計画策定時

２か所

指標名

親子ふれあい広場 

木製滑り台 

＜庁内環境調整委員会での総括評価＞ 

・間伐や枝打ちの実施、森林経営計画の認定などにより適正な森林整備や効率的な森林施業

を進めた。 

・地域住民や民間企業等との協働による里山の保全管理を推進したことは評価されるが、市

が多くの里山を自主管理することは困難であるため、自然共生サイトなどの制度を活用し

た民間企業との連携が求められる。 

＜第３次環境基本計画での展開＞ 

・引き続き市による里山・森林などの保全を推進する。また、多様な主体による保全管理を促

進させるため、森林経営管理制度などによる民有林の適正管理や、自然共生サイトなどの新

たな制度を活用した企業・大学との連携を進める。 

＜環境推進会議の意見＞ 

・里地里山の保全と活用を官民協働で進めたことは評価できる。民間企業との連携は、今後

も必要性が高まるため、継続的な関わりが求められる。 

・みどりの大切や役割を市民が自分事として考え、行動することが望ましい。広報や講座の

実施、市民団体への後押しなどにより、みどりに関わる人材を増やしてほしい。 

最終評価 ： 達成に向けて一定の進展があった 
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旧北野清掃工場の足湯 

 

 

（２）木質バイオマスの利用促進 

ア 木質ペレットストーブ設置費の補助 

木質バイオマスの利用を促進するため、再生可能エネルギー利 

用機器等設置費補助制度において、木質ペレットストーブを補助 

対象機器としています。令和５年度は、３件に補助を行いました。 

 

イ 木質バイオマスボイラーの運営 

再生可能エネルギーの普及啓発や豊富なみどりを有効活

用するため、木質バイオマスボイラーを旧北野清掃工場に設

置しています。 

このボイラーは、長池公園の剪定樹木を燃料としており、

ボイラーで沸かしたお湯を利用する足湯を併設していま

す。成長過程で二酸化炭素を吸収した樹木を燃料としてい

るため、大気中の二酸化炭素量に影響を与えないという特

徴があります。 

あったかホールの来館者による利用も多く、令和５年度

は５，６０７名の方に利用してもらいました。 

 

ウ 公園の指定管理者の取組 

 公園等から発生する剪定枝や落ち葉は、通常一般廃棄物として焼却処分されますが、これ

らをチップやたい肥等に加工し、資源として活用するとともに、木質バイオマスボイラーの

燃料としても活用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物名 使用用途 使用量（m3） 

親子ふれあい広場 ベビーベッド、すべり台 0.26 

北野環境学習センター 環境学習用教材 0.62 

道の駅八王子滝山 農産物陳列台、花陳列台、サッカー台 1.32 

八王子市斎場 カウンター、テーブル 0.22 

 合計 2.42 

利用状況（令和５年度） 

木質ペレットストーブ 
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市街地に残る貴重なみどり 

２ 評価 

  ここでは、基本施策Ⅰ―２森林の循環の強化についての評価結果を掲載します。 

目標 

 

（目標のねらい） 

 木材の搬出量を拡大し利用することで、森林の循環につなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３項 まちなかのみどりの保全・創出 

 

１ まちなかの緑地の保全 

（１）みどりを保全する施策 

ア 市街地に残る斜面緑地の保全 

市街地にある丘陵地の斜面に残るみどりを市民・事業者・市及び土地所有者が一体となっ

て保全していくため、「市街地内丘陵地のみどりの保全に関する条例」において、それぞれの

責務を明らかにするとともに、保全すべき緑地の指定と保全に伴う支援や緑地の管理の基本

的事項を定めています。 

 

（ア）条例に基づく施策 

市街地にある丘陵地、特に斜面に残る緑地についてそ

の保全に取り組んできましたが、法令や都条例などでは

充分な保全措置がとれないため、近年の宅地化などによ

り徐々に減少しており、貴重なみどりを守っていくこと

が非常に困難となっていました。 

これらの斜面緑地のみどりは、斜面の崩壊を防止し、

計画策定時目標名

八王子産の木材を含む多
摩産材を普及・啓発し、活
用をすすめる

―

令和4年度実績 令和５年度実績 最終目標（令和5年度）

― ― ―

＜庁内環境調整委員会での総括評価＞ 

・「八王子市公共建築物等における多摩産材利用推進方針」に基づき、市施設での工事において多摩

産材を使用した。また、工事以外においても多摩産材で制作された物品調達を行い、多摩産材の

利用及び普及を進めた。 

・本市の林業経営体数は減少傾向を示しており、引き続き森林循環の強化が求められる。 

＜第３次環境基本計画での展開＞ 

・二酸化炭素排出削減や生物多様性の保全の観点も鑑み、生産地と消費地が隣接した本市の利点を

活かした多摩産材活用の取組を推進する。また、林業経営の課題解決に向け、スマート林業の促

進など適正な森林循環につながる施策を推進する。 

＜環境推進会議の意見＞ 

・多摩産材の利用について、徐々に浸透しているが、森林の循環までには至っていない。多摩産材

を使った家具や住宅などを活用して、広く市民に周知啓発を進めてほしい。 

最終評価 ： 達成に向けて相当の進展があった 
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（１）公募市民や学識経験者などで組織する委員会と市民の意見を反映して、斜面緑地保全区

域を指定 

（２）みどりの環境的な価値及び指定区域の維持管理経費に対する支援 

（３）保全区域内の行為（伐採等）の届出の義務化 

（４）斜面緑地のみどりの保全を目的に活動する団体などの支援、育成 

動植物の生息・生育地となるだけでなく、身近な生活圏内にある自然の景観としてわたし

たちの心を豊かにし、木々の環境浄化作用により健康保持にもつながるなど、大きな役割

を担っています。 

そこで、これらの役割を「みどりが持つ環境的な価値」と考え、残り少なくなっている

斜面緑地のみどりを保全するため、「市街地内丘陵地のみどりの保全に関する条例」に基

づき、斜面緑地保全区域として民有地の緑地の保全を図っています。 

令和５年度は、１５，４１５．７１㎡の新規指定を行い、年度末現在で４６か所、指定

面積２６８，５３６．８２㎡となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）グリーンマッチング八王子の取組 

  「市街地内丘陵地のみどりの保全に関する条例」に基づき指定された斜面緑地保全区域

内において、所有する緑地の維持管理・活用の支援を希望する土地所有者と、緑地での活

動を希望する保全団体を、市が仲介役となって引き合わせ、三者が連携して緑地の保全を

行う制度です。土地所有者は活動場所の提供と活動に必要な協力金の提供、保全団体は協

力金を活用した保全活動の実施、市は総合的な調整、技術的指導、専門的助言、道具提供、

傷害保険の加入等の支援をそれぞれの役割としています。 

令和５年度末現在で、２つの協定により、約１，７５０㎡の緑地がこの制度により維持 

管理されています。今後も土地所有者への制度の周知により活動範囲の拡大に努めていき

ます。 

 

イ 緑地保護地区の指定 

緑地保護地区は「八王子市緑化条例」に基づき土地所有者と一定期間の協定を結び、保全

対象として指定することで民有の樹林地の保全を図るものです。市は維持管理経費の一部を

補助し適正な管理を支援するとともに、伐採などの行為については届出を義務付けています。  

令和５年度末現在で、６か所、総面積７８，２４１㎡を指定しています。 

 

ウ 都による保全地域の指定 

都は「東京における自然の保護と回復に関する条例」に基づき、樹林地、水辺等が単体ま

たは一体となって自然を形成している市街地近郊の地域で、良好な自然を保護することが必

要な区域を保全地域に指定し、都民の大切な財産として末永く残していくこととしています。 

市内では、令和５年度末現在で緑地保全地域（１２か所）と里山保全地域（２か所）をあ

わせて１４か所、総面積７４４,２７６㎡が指定されています。 

―条例の特徴― 
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（２）みどりを保全する人材の育成 

残された自然環境を守り、次世代に継承していくとともに、みどりの多様な機能が最大限

に発揮されるよう、みどりの「質」を高めていく必要があります。自然環境にまつわる基礎

知識から実際の管理まで、体験しながら学ぶことで、現場で活動することができる人材「里

山レンジャーズ」として活躍できるよう、令和５年度より新たに緑地管理人材育成講習を開

催し８名の方が受講しました。 

また、学生の緑地保全活動への参加を通じて、みどりの保全に対する関心の喚起や行動力

の醸成を目的に、大学、都、市の三者の協定による「東京グリーン・キャンパス・プログラ

ム」を実施しています。東京都立大学の学生が都の保全地域において、地域の保全団体によ

る指導のもと活動に参加しました。 

このほか、市が保全対象として指定する民有の樹林地である斜面緑地保全区域において、

緑地保全ボランティアを実施しました。市内に所在する大学の学生らが参加し、自然観察、

緑地保全活動、地権者との交流を行いました。 

 

（３）みどりの保全基金の活用 

 市街地の丘陵地に残る緑地など市民共有の貴重な財産であるみどりの保全と、中心市街地

などの緑化を推進するため、「みどりの保全基金」を設置しています。財源として、市民や

事業者からの寄附、開発行為における植樹委託金などを積み立て、基金の充実を図っていま

す。 

 

２ 遊休農地の活用 

（１）農地バンク制度による農地の貸借促進 

高齢化や後継者不足などにより、全国的に遊休農地は増加の一途をたどっています。都内

随一の農業生産高を誇る本市も例外ではなく、その解消は喫緊の課題となっています。特

に、市街化調整区域内にある農地は、他の用途への転用が難しいうえ、貸借を希望する農地

の情報も集約されていないのが実情です。 

そこで、貸付を希望する市内の遊休農地の情報を集約するとともに、借り手として登録し

た方へ情報を提供し、貸借につなげる「農地バンク制度」を平成２６年４月から開始してい

ます。 

その後、平成３０年９月に都市農地の貸借の円滑化に関する法律の施行、特定生産緑地制

度が創設されるなど、市街化区域における都市農地をめぐる状況は大きく変化しました。こ

年度 
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うした法整備を受けて、令和２年４月から生産緑地を登録農地の対象とし、事業拡大を図り

ました。   

令和５年度のマッチング件数は４件で、合計面積は５，７６２㎡でした。 

 

（２）農家開設型農園の促進 

農家開設型農園は、農地の有効利用及び遊休農地解消を目的に開始されたもので、農地を所

有していない者（法人を含む）や農地所有者が一定の条件を満たした農地において、市と貸付

協定を結び、自らが農園開設者となって経営する区画貸の市民農園です。これまでに３９農園

が開設されています。 

 

３ 市民農園の整備 

（１）市民農園 

市民の健全な余暇利用として、野菜の栽培を通じて土に親しみ、健康増進と豊かな情操を培

う憩いの場を提供することを目的に、昭和４９年度から市民農園を開設しています。 

（令和６年３月３１日現在） 

 農 園 名 所  在  地 面  積 (m2) 区 画 数 

1 緑   町 緑町 445-1 外 734    45 

2 越   野 越野 25-8 704    36 

3 東 中 野 東中野 1502 外 463    45 

合   計   1,901    126 

 

（２）ひよどり山農園 

   都立小宮公園に隣接する大谷町に、約２８，５００㎡の土地を都から借り受け、みどりの保

全と市民及び都民の憩いの場を確保することを目的に、農業公園的要素をもつ施設として、ひ

よどり山農園を開設しています。 

 

４ まちなかの緑化 

（１）まちなかの緑化支援 

ア グリーンパートナー養成講座 

「第３４回全国都市緑化はちおうじフェア」の開催（平 

成２９年度）をきっかけとして、みどりを育む担い手を育

成するため、平成３０年度からガーデニング技術を学ぶ

「グリーンパートナー養成講座」を実施しています。 

プロのガーデナーを講師に迎え、富士森公園の花壇を

フィールドとして、基礎知識の学習や、花の植付・メンテ

ナンスを実践する現地実習などを行い、令和５年度は全

９回の講座により、２６名が修了しました。 

 

  

 

グリーンパートナー養成講座での 

花壇メンテナンス実習 



 

20 

 

イ 駅前花づくり事業 

八王子の玄関口である八王子駅北口マルベリーブリッジ

及び南口とちの木デッキ上の花壇に、市とボランティアと

の協働で四季折々の花を植え、育てる駅前花づくり事業を

展開し、行き交う多くの人の心を和ませています。 

四季の花の選択から植栽のデザイン、維持管理までをボ 

ランティア（マルベリーとちの木花づくり会）が中心とな 

って実施しています。 

 

ウ 地域モデル花壇支援事業 

  「第３４回全国都市緑化はちおうじフェア」では、市民ボランティアが専門家の指導のも 

 と、各地域で特色のある花壇づくりを行いました。これらの花壇を地域のモデル花壇と位置 

 づけ、地域の特色や土地柄に合う植物を取り入れながら、各地域で花壇づくりの参考となる 

 質の高い花壇を維持できるように支援しました。 

  道の駅八王子滝山（北部地区）、小田野中央公園（西部地区）、横川町住宅（西南部地区）、 

 片倉つどいの森公園（東南部地区）、南大沢駅前（東部地区）において、ボランティアが中心 

 となって花壇の維持管理を行っています。（中央地区は、駅前花づくり事業として実施。） 

 

エ コミュニティ花壇創出事業 

  市民が主体的に花壇づくりを行える環境を整え、まちなか緑化の活動を広げることにより、 

 まちの魅力を高めるとともに、地域のコミュニティ醸成を図るため、コミュニティ花壇創出 

 事業を実施しました。 

  花壇整備や専門家の指導による３か年の支援プログラムを実施し、地域のコミュニティの 

 核となる花壇を創出していきます。 

 

オ 庭木剪定講習会 

造園の専門家を講師に迎え、季節に合った剪定方法の講

義や富士森公園などでの実技講習を行いました。令和５年

度は、初夏編・晩秋編に分けた講座を３回実施しましたが、

定員を上回る申込みがあり、市民の関心の高さが伺えまし

た。合計６回の講習会には延べ９８名が参加しました。 

 

（２）条例に基づく植樹義務 

「八王子市緑化条例」に基づき、一定規模以上の開発・建築を行う場合は、植樹を実施する

ことを義務付けています。 

 事業を行う皆様のご理解・ご協力のもと、緑化による美しいまちなみの創出を推進していま

す。 

 

（３）アドプト制度 

ア アドプト団体への支援 

市民と市との協働による公園や道路の維持活動のあり方を求めて、平成１４年度より公園

マルベリーとちの木花づくり会 

によるメンテナンス作業 

庭木剪定講習会実技講習の様子 
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アドプト制度、平成１５年度より道路アドプト制度を導入しました。公園アドプトでは公園

を、道路アドプトでは市道の歩道や歩行者専用道路の維持活動を市民グループ等が主体とな

って行い、市がその活動を支援する制度です。 

身近な公園や道路で、清掃や除草などのボランティア活動をすることで、美化意識の向上

や公園への愛護心、地域コミュニティの活性化などの効果が期待されます。 

市は指定管理者とともに、用具の支給やごみの処理、保険の加入、団体名を表示する看板

の設置等を行っています。 

 

イ アドプト制度の多様化 

近年は、アドプト団体と保育園や学校などとの共同作業が行われるほか、企業が地域貢献

の一環でアドプト団体として登録するなど、参加の形態が多様化しています。 

 

 

 

 

 

（４）生産緑地地区のみどり 

市街化区域内の農地は、新鮮・安全な作物の供給とともに災害時の防災機能やヒートアイラ

ンド現象の緩和、環境保全機能や都市にうるおいを与えるなどの多面的な機能を担っています。

平成４年度に生産緑地地区の制度が創設されてから、新規の追加指定を毎年行い、生産緑地地

区の保全に努めています。 

 

５ 評価 

  ここでは、基本施策Ⅰ―３まちなかのみどりの保全・創出についての評価結果を掲載します。

成果指標 

 

（指標のねらい） 

手入れの行き届いていない斜面緑地を、市民・事業者と市が協力して適正に管理することにより、

まちなかのみどりの維持再生につなげます。 

 

 

 

 

２か所 ２か所

１２．３３㎡

３か所

12.50㎡以上

令和４年度実績 令和５年度実績 最終目標（令和5年度）

12.31㎡

計画策定時

３か所

11.59㎡

グリーンマッチング八王子
制度を利用し管理している
緑地の数

指標名

市民１人当たりの都市公園
面積

指標名 計画策定時 令和４年度実績 令和５年度実績 最終目標（令和5年度）

年  度 R1 R2 R3 R4 R5 

公園アドプト参加団体数 266 265 257 262 259 

道路アドプト参加団体数 64 64 68 63 62 

年  度 R1 R2 R3 R4 R5 

指定面積（ha） 226.9 223.1 222.1 218.5 208.0 



 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４項 水資源の保全と再生 

 

１ 雨水浸透施設の設置促進 

（１）健全な水循環の再生 

地下水のかん養を図り河川流量を確保するため、雨水浸透施設等の設置を進め、健全な水循

環の回復に取り組んでいます。 

ア 公共事業における雨水貯留・雨水浸透対策 

道路事業では、雨水排水施設を整備するにあたり、地盤の保水機能を確保できる透水性舗

装を実施しています。令和５年度は市道元八王子１号線外２路線など８か所で透水性舗装、

市道川口１６６号線で浸透管を設置しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R1 R2 R3 R4 R5 

透水性舗装面積（m2） 2,417.8 1,295.0 3,225.86 1,662.00 3,799.00 

浸透トレンチ（m) 注１） 1,166.31 224.2 278.73 406.6 175.17 

ハニカムトレンチ（槽) 注２） - 46 0 1 0 

浸透ます （基数） 1,254 42 30 70 30 

浸透人孔（基数）  注３） 2 13 1 6 6 

浸透貯留槽（基数） 注４） 2 0 1 1 1 

浸透Ｕ型側溝（m） 0 0 0 6.8 13.0 

雨水貯留槽（タンク）（基数） 1 1 0 0 0 

街渠ます浸透化（基数） 0 0 0 24 30 

注１） 浸透トレンチ：雨水浸透ます等と連結した浸透性の管。雨水を導き、側面及び底面から地中へ浸透させる施設 

注２） ハニカムトレンチ：高空隙率を有した軽量ハニカム構造のブロックの浸透施設。雨水を導き、側面及び底面か

ら地中へ浸透させる施設 

注３） 浸透人孔：浸透性のあるマンホール 

注４） 浸透貯留槽：浸透性のある貯留槽 

項 目 年 度 

＜庁内環境調整委員会での総括評価＞ 

・まちなかの樹林地や農地、花壇など、本市の特徴である多様なみどりの保全・創出を推進しつ

つ、地域コミュニティ醸成の場など有効活用にも結びつけた。 

・グリーンマッチング八王子制度の成果指標は未達成であるが、適正な緑地管理に向けて人材育

成や支援制度の改定を行った。また、市民 1人当たりの都市公園面積は今後の公園の新規開園

に伴い達成見込み。 

＜第３次環境基本計画での展開＞ 

・引き続き農地バンク制度を継続するとともに、都市計画制度を活用した農地保全や農業経営基

盤強化など、多角的な対策により農地の保全を推進する。また、斜面緑地保全区域の維持管理

支援などにより、まちなかの景観形成や生きものの生息空間の機能維持を図る。さらに、地域

のみどりを交流等に活用していくため、地域住民による花壇創出や農福連携などを推進する。 

＜環境推進会議の意見＞ 

・市民にとって身近なまちなかのみどりを、生物多様性保全のために積極的に活用すべき。 

・桑都八王子として里地里山の桑畑の風景保全に努めてほしい。 

最終評価 ： 達成に向けて相当の進展があった 
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イ 雨水浸透施設等設置補助事業 

  健全な水循環に向けて、建物の屋根に降った雨水を地中に浸透させやすくする雨水浸透ま

すと浸透トレンチの設置や、雨水を植木や庭への散水に有効利用できる雨水貯留槽の設置に

対し補助をしています。 

 

 

 

 

ウ 地域と連携した湧水等保全 

市街地周辺や丘陵地の湧水の保全（湧水量の確保）を目的として、湧水のかん養域に雨水

浸透施設設置の強化地区を設定し、土地や建物の所有者などの承諾を得て雨水浸透施設の設

置を進めます。 

令和５年度は、横川弁天池湧水保全強化地区で、市民の協力により９基の市設置型雨水

浸透施設を設置しました。 

 

 

２ 評価 

  ここでは、基本施策Ⅰ―４水資源の保全と再生についての評価結果を掲載します。 

成果指標 

 

 

 

 

（指標のねらい） 

雨水流出抑制対策率は、住宅や公共施設で雨水貯留浸透施設の設置や透水性舗装などの対策が、

どの程度進んでいるかを表しているものです。雨水の貯留浸透による雨水流出抑制対策は、公共下

水道計画区域（約８，７００ｈａ）に対して、時間１０ｍｍの降雨を貯留浸透させ、治水対策とあ

わせて地下水のかん養による健全な水循環系の再生を進めるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標名

雨水流出抑制対策率

計画策定時

―

令和４年度実績

55%

最終目標（令和5年度）

45.9%44.9%

令和５年度実績

 R1 R2 R3 R4 R5 

雨水浸透施設 
浸透ます（基数） 64 56 71 49 91 

浸透トレンチ（m） 74.2 17.1 47.4 23.7 15.1 

雨水貯留槽（補助基数） 42 63 43 60 57 

   時間１０ｍｍ降雨相当分の雨水流出抑制対策量 

     目標対策量（下水道区域（約８，７００ｈａ×１０ｍｍ）） 
計算式：                           ＝雨水流出抑制対策率（％） 

項 目 
年 度 
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第５項 良質な水質の保全 

 

１ 生活排水対策の推進 

河川の水質をより良好にするため、公共下水道への接続促進や浄化槽処理促進区域内の戸別浄

化槽設置促進を含めた生活排水対策に取り組むとともに、工場や事業場等の排水指導を行ってい

ます。 

（１）公共下水道への接続促進等 

公共下水道への未接続家屋に対しては広報等のＰＲ活動や戸別訪問を行うことで、接続促進

活動を行ってきました。その結果、令和５年度末の水洗化率は９８.８％となり、１０年前と比

べ６．６％向上しています。 

未接続の方に対し接続を促進するため地域や未接続世帯の特性を検証し、高齢者世帯・賃貸

アパート所有者に対する新たな公共下水道接続の仕組みを強化していきます。 

 

（２）浄化槽の維持管理の徹底 

浄化槽は、し尿（トイレの排水）や生活雑排水（台所やお風呂の排水）を微生物の働きによ

って浄化する設備です。浄化槽の正しい使用と適正な維持管理によって、微生物が活動しやす

い環境を保つことが大切です。このため浄化槽法では、使用者に対して３大義務を定めていま

す（①保守点検 ②清掃 ③法定検査）。 

公共下水道整備地区内で浄化槽を使用している家屋に対しては、戸別訪問による公共下水道

への接続促進を図ると同時に、接続するまでの間、浄化槽の維持管理を徹底するよう指導して

いきます。 

 

 

 

 

 

 

＜庁内環境調整委員会での総括評価＞ 

・様々な機会を捉えて雨水浸透機能の強化を推進した。特に市施設や道路施設内などの公共施

設への雨水浸透施設工事を設計通り設置し、雨水対策を推進した。 

・雨水流出抑制対策率については、雨水流出抑制の重要性等を引き続き市民に周知し、施設設

置の促進が求められる。 

＜第３次環境基本計画での展開＞ 

・雨水浸透については、地球温暖化適応策や都市の強靭化対策として位置づけ、雨水浸透施設

の設置を促進する。また、浸透機能を有するみどりの保全に向け、樹林地、湧水地の管理を進

めるとともに、スマート農業、スマート林業の促進により農林業の経営基盤の強化を図る。 

＜環境推進会議の意見＞ 

・瀬切れが発生している河川が確認されており、調査が必要ではないか。 

最終評価 ： 達成に向けて相当の進展があった 
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また、公共下水道整備地区以外の市街化調整区域では、戸別浄化槽の設置促進活動を行い、

令和５年度は３基を設置したほか、合併処理浄化槽の引き取りと合わせて４２５基の合併処理

浄化槽を市管理としました。 

 

（３）市設置型浄化槽事業の促進 

平成１６年４月より浄化槽市町村整備推進事業による市設置型浄化槽「高度処理型（窒素除

去型）」の設置事業を実施するとともに、浄化槽処理促進区域に設置されている個人設置合併

処理浄化槽のうち高度処理型（窒素除去型）については、市が引き取り維持管理しています。 

今後も引き続き浄化槽の適正な管理に努めます。 

 

２ 評価 

  ここでは、基本施策Ⅰ－５良好な水質の保全についての評価結果を掲載します。 

成果指標 

 

（指標のねらい） 

公共下水道の接続促進や市設置型浄化槽の整備促進などで、ＢＯＤ７５％水質値の環境基準（Ａ

類型２ｍｇ/Ｌ以下 ）を維持することにより、河川の水質の向上をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度実績 令和５年度実績

達成率100％
の維持

達成率100%
市内８河川９地点のＢＯＤ
環境基準値

指標名 計画策定時 最終目標（令和5年度）

達成率100% 達成率100%

＜庁内環境調整委員会での総括評価＞ 

・浄化槽の機能を十分に発揮させるため、法定検査結果に基づく指導や市管理浄化槽の維持

管理を実施し、良好な水質の維持を達成した。 

・引き続き水洗化率の向上に向けた周知等を図っていくとともに、ＢＯＤ環境基準値の達成

率１００％を維持する。 

＜第３次環境基本計画での展開＞ 

・河川や地下水のモニタリングにより水質汚濁の状況を把握するとともに、公共下水道への

接続や戸別浄化槽の設置を進めることで生活排水対策を進める。また、工場等への立入検

査や指導による水質汚濁物質の排出抑制を図ることで、良好な水質の保全を進める。 

＜環境推進会議の意見＞ 

・ＢＯＤ環境基準値の達成率１００％は高く評価できる。 

・大腸菌数など基準を満たしていない指標を取り入れることも検討すべきではないか。 

最終評価 ： 達成 
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宮嶽池 

 

 

ガサガサ探検隊 

 

第６項 生物多様性の保全 

 

１ 自然環境の現況把握 

河川に棲む水生生物は、河川の水質を示す貴重な資料とな

ります。きれいな水を好んで棲む生物だけではなく、汚れた

水の方が棲みやすい生物もいるため、水生生物の調査を行う

ことは化学的調査を補完する意味もあります。 

そのため、市では毎年、市内１６の一級河川で水生生物調

査を行っています。 

 

２ 生きものの生息環境の保全・創出 

（１）自然環境の保全・維持管理 

身近な水辺を守り生活環境を快適なものとするために、  

市民や事業者と協働して水辺を再生・保全する活動を支援 

しています。 

平成２３年５月から始まった「水辺の水護（みまも）り 

制度」は、個人、町会・自治会、事業者など３５団体 

４３６名の方に登録いただき、浅川など市内全域の水辺  

の清掃や除草、河川調査や環境学習などの水辺の保全活動 

を行っています。 

 

（２）自然に配慮した水辺づくり 

生物多様性に配慮し、市民が水辺に親しみ憩える水辺環

境を保全するとともに、地域特性を活かした水辺づくりを

推進するために、令和５年度には八王子堀之内里山保全地

域に隣接する宮嶽池（みやたけいけ）について、整備工事を

行いました。 

 

（３）生態系や生物の生息状況についての体験学習 

ア ガサガサ探検隊 

八王子の河川を代表する浅川で、生きものの採集や川

遊びを体験します。令和５年度は１１７名の親子が参加

し、希少種を含む２６種５１５匹の生きものを採集しま

した。 

 

イ 水辺のかんきょう教室 

教育委員会が主催する八王子市小学校科学教育センターに登録する児童を対象に、魚・鳥・

水生生物の観察を行います。令和５年度は、７１名の児童が参加しました。 

水路の清掃活動（下柚木） 

 

 

水生生物調査（仕分け） 

） 
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ウ 水槽展示 

市役所本庁舎１階ロビーにおいて、浅川に生息するア

ユやオイカワなど２０種類におよぶ水生生物を展示しま

した。 

 

３ 外来生物対策の推進 

（１）河川、水路等の外来種対策 

一部の湧水拠点等で、アメリカザリガニやウシガエルといった外来種の駆除を行いました。

また、水路の除草等の際にも随時駆除を行っています。 

 

（２）公園内の外来種対策 

ア 生息状況の調査 

公園・緑地については、外来種の生息状況を注視し、特に希少な動植物が生息している箇

所について、外来種による生態の影響が生じないよう環境を保護しました。 

 

イ 外来種の防除と駆除 

固有の動植物の生態に影響を与える特定外来生物などを駆除しました。 

 

（３）外来生物対策の推進 

   外来生物であるアライグマ・ハクビシンについて、目撃のみの情報も含めて２５９件の相談

があり、生態系及び市民の生活環境を守るため、市街地にて対策を行いました。 

また、令和２年度に市内（高月町、滝山町、加住町）で生息が確認された、特定外来生物の

クビアカツヤカミキリについて、都環境局及び地域住民と連携し、現地調査・駆除及び技術講

習会を実施し、被害の拡大防止に努めました。令和５年度は新たに３６本の樹木に被害が確認

され、薬剤注入や伐採により対策しました。また、２６８匹の成虫を駆除しました。 

 

４ 評価 

ここでは、基本施策Ⅰ－６生物多様性の保全についての評価結果を掲載します。 

成果指標 

 

（指標のねらい） 

市民に対し、多種多様な生きものや生態系が存在する生物多様性の必要性の理解と、関心を高め

ることにより、生物多様性の保全につなげます。 

 

 

 

39.6% 39.9% 50%

指標名 計画策定時 令和４年度実績 令和５年度実績 最終目標（令和5年度）

生物多様性の必要性を理
解している市民の割合

28.9%

展示の様子 
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＜庁内環境調整委員会での総括評価＞ 

・生物多様性の拠点となるみどりに対し、多様な主体と連携した保全を進めた。特に、市民生活

や文化・観光資源へ被害を引き起こす特定外来生物の積極的な防除を進めることができた。 

・生物多様性の市民周知は、引き続き向上させていく必要があり、より有効な周知啓発方法等の

検討が求められる。 

＜第３次環境基本計画での展開＞ 

・第３次環境基本計画と併せて策定した「八王子市生物多様性地域戦略」に基づき、モニタリン

グにより生物多様性の現状把握を進めつつ、それらのデータを活用したみどりの保全を推進す

る。また、自然共生サイト等の制度を活用し、多様な主体と連携した生物多様性の保全を図る

ほか、外来種等の対策により、希少種等への影響を低減させる。さらに、環境教育等の生物多

様性の理解を深める機会を創出する。 

＜環境推進会議の意見＞ 

・生きもの展示室を活用し、浅川の生物調査などを市民参加型で実施できるとよい。 

・アライグマの捕獲が進んでいることは、絶滅危惧種のトウキョウサンショウウオの保全にもつ

ながるため評価できる。 

 

最終評価 ： 達成に向けて相当の進展があった 
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第２節 資源循環とエネルギーの有効活用で、地球環境にやさしいまちをつくる 

 

現状と課題 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１項 ごみの発生抑制と資源化の推進 

 

１ 家庭系ごみの減量と資源化の推進 

（１）家庭系ごみの概要 

市では、平成１６年１０月、人口３０万人以上の都市では全国で初めて、ごみ有料化と戸別

回収を同時に実施しました。これを契機に、市民のごみ排出抑制と資源分別の意識が高まり、

市民・事業者との協働により、当初目標の２５％を上回る大きな減量の成果をあげることがで

きました。 

令和５年度は、ごみ有料化導入前の平成１５年度と比較すると、可燃ごみは２８，２４２ｔ、

不燃ごみは２０，１０３ｔ、合計４８，３４５ｔ（３７．４％）の減量となりました。 

資源物は、紙類（新聞、ダンボール、雑誌・雑紙、紙パック）、空きびん、空き缶、古着・

古布、容器包装プラスチック、ペットボトル及び木の枝の７種類１０分別で収集しており、 

１４，４７１ｔ（８７．６％）増加しました。 

また、令和４年度と比較すると、可燃ごみは３，２１１ｔ、不燃ごみは１５１ｔ、資源物は

１，５２９ｔ減少しました。 

なお、人口は、平成１５年度と比較すると２４，８１８人増加しており、令和４年度と比較

すると１，６９２人減少しています。  

従来の大量生産・大量消費による社会活動は、大量の廃棄物を生み出し、最終処分場の

ひっ迫や廃棄物の不適正な処理につながりました。それにより、限りある資源やエネルギ

ーを無駄なく利活用する、循環型社会の構築が必要となりました。                                                                                                                              

市では、平成１６年にごみの有料化を実施し、可燃・不燃ごみ合わせて３０％以上の減

量、平成３０年度以降は埋立処分量ゼロを達成しています。これは市民・事業者の協力に

よるものであり、環境省発表の人口５０万人以上の都市におけるごみ排出量の少ない市町

村ランキングでは、平成１６年度以降３位以上を維持しており、直近の令和４年度実績は

２年連続で全国１位となりました。 

また、市では２０５０年までに二酸化炭素排出実質ゼロ（カーボンニュートラル）をめ

ざすため、令和４年２月にゼロカーボンシティ宣言を行い、市民・事業者・行政の「オー

ル八王子」で脱炭素社会の実現に向けて、全力で取り組むこととしました。 

 脱炭素社会の実現に向けた取組を加速するため、令和５年３月に「八王子市地球温暖化

対策地域推進計画」を改定しました。地球温暖化対策のためには、一人ひとりが環境配慮

の意識を持ち、省エネに努めていく必要があります。２０５０年ゼロカーボンシティの実

現に向けて市民・事業者・行政が一体となって地球温暖化対策に取り組めるよう、施策を

展開していきます。 
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（２）取組内容 

ア 身近なごみの減量推進 

（ア）３キリ運動の推進 

家庭から出る生ごみを減らすため、食材を使い切る「使いキリ」、食べ残しをしない「食

べキリ」、ごみを出す前の「水キリ」の３キリ運動を、広報やイベントにおいて紹介しま

した。 

 

 （イ）エコショップの認定 

商品のばら売りやレジ袋の削減、リサイクルの推進など、環境にやさしい取組を行う店

舗を「八王子市エコショップ」に認定し、広報やホームページを通じて紹介しました。令

和５年度末で、７０店舗を認定しています。 

なお、近年は食品ロス削減やゼロカーボンに向けた取組等、新たな視点でのごみ減量・資

源化の促進を行う必要性があることから、本制度は令和 5 年度で終了となりました。 

 

イ ダンボールコンポストなどによる資源化の促進 

（ア）ダンボールコンポスト講習会等の実施 

市民から認定した生ごみリサイクルリーダーとの協働によ

り講習会を開催し、ダンボールコンポスト等に取り組む方をフ

ォローすることで、生ごみの資源化を促進しています。 

   令和５年度は、講習会を４２回開催し、延べ５３３名が参加 

  しました。  

 

（イ）ダンボールコンポスト校内活用事業 

弐分方小学校・浅川小学校の児童８６名が、給食を調理する際に出た生ごみをダンボー

ルコンポストに投入し、たい肥化することに取り組みました。１６個のダンボールコンポ

ストを設置し、８５ｋｇの生ごみを投入しました。また、できたたい肥を使用して大根を

育て、給食で利用しました。 

ダンボールコンポスト講習会の様子 
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26,478

22,386
22,012 22,061

21,410

20,000

22,000

24,000

26,000

28,000

R1 R2 R3 R4 R5

【トン】
事業系ごみ量（計画改定時及び前年度比較）

可燃

ウ 資源化推進のための啓発 

  イベントにおいて、ダンボールコンポスト等による生ごみ資源化の手法を周知・啓発して 

 います。また、適正な排出方法が十分に周知できていない容器包装プラスチックやペットボ  

 トルなどの資源物について、イベントを通じて啓発しています。 

 

エ 環境教育・環境学習の推進 

（ア）学校給食を活用したＳＤＧｓの取組 

「環境と食」をテーマに、ＳＤＧｓの情報に特化した食育メモを月 1回作成し、給食時

間に子どもたちに伝える取組を行いました。また、１０月の食品ロス削減月間にあわせて、

「もったいない」をテーマに、給食の喫食目標を学級毎に立てて取り組む「もったいない

大作戦」を実施しました。取組期間中は、食べ残しの行方をまとめたＤＶＤや食育教材を

あわせて活用し、実施後に９１％の小学校で給食の残菜率が減少しました。 

また、他の取組として、学校給食から出る野菜くずや食べ残しをまとめてリサイクル 

し、できたたい肥を学校の菜園や花壇等で使用しています。 

 

（イ）環境教育冊子の作成 

昭和５８年度から、市立小学校・義務教育学校４年生を対象に、環境学習の一環として

社会科副読本「きれいなまち八王子」を作成しています。 

 

２ 事業系ごみの減量と資源化の推進 

（１）事業系ごみの概要 

事業系ごみについては、事業者責任で処理することが原則です。 

令和５年度の事業系ごみ量は２１，４１０ｔであり、令和４年度と比較すると６５１ｔ 

（３.０％）の減少となりました。これは、原材料費の高騰が経済活動のブレーキとなってい

るためと考えられます。なお、「八王子市ごみ処理基本計画」の基準年である平成２９年度と

比較すると、１９．０％減少しています。 

清掃工場で焼却される可燃ごみのうち２１．４％が事業系ごみであり、その中には資源化で

きる古紙が多量に含まれています。これらの古紙の資源化を推進するため、古紙の無料持込場

所を１０か所設置しています。 

 

                        

 

家庭系収集

ごみ, 

77.4%

家庭系持込

ごみ, 

1.2%

事業系持込

ごみ, 

21.4%

R5家庭系及び事業系

可燃ごみ量の割合
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（２）取組内容 

ア 適正な排出・分別指導の徹底 

戸吹清掃工場、館クリーンセンター、多摩清掃工場に搬入した収集車両延べ１０３台に対

し、事業系ごみに不適物がないか確認する検査を実施しました。また、市内の事業所を訪問

し、ごみの分別や排出についての指導を２８回実施しました。 

 

イ ごみを発生させない事業活動の促進 

  平成２７年４月、事業系ごみの発生を抑制するため、清掃施設への持込ごみ処理手数料を

１０ｋｇにつき２５０円から３５０円に改定しました。 

また、食品ロス削減のため、市内の飲食店に啓発用のステッカーやポスターを配付しまし

た。 

 

３ 評価 

ここでは、基本施策Ⅱ―１ごみの発生抑制と資源化の推進についての評価結果を掲載します。 

成果指標 

 

（指標のねらい） 

市民１人１日あたりのごみ総排出量を把握し、発生抑制につながる取組を行うことにより、さ

らなるごみ減量を促進します。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標名 計画策定時 令和4年度実績 令和５年度実績 最終目標（令和5年度）

698.4g/人・日 760 g/人・日
１人１日あたりのごみ総排
出量

829g/人・日 726.8g/人・日

＜庁内環境調整委員会での総括評価＞ 

・搬入物検査の充実化や出前講座の開催件数の増加、事業者への訪問指導等により、家庭ご

み及び事業系ごみの減量と資源化を推進した。 

・1人 1日あたりのごみ総排出量は、市民・事業者の協力のもと、目標数値を大きく上回って

達成できた。 

＜第３次環境基本計画での展開＞ 

・３Ｒの取組を主軸にごみの減量を図りつつ、課題である食品ロス対策及びプラスチックご

みの資源化について重点的に推進する。 

＜環境推進会議の意見＞ 

・成果指標を大きく上回って達成したことは高く評価できる。 

・地球温暖化防止の観点からも食品ロスの啓発活動を積極的に進めて、生ごみの削減に取り

組んでほしい。 

 

最終評価 ： 達成 

 



 

33 
 

第２項 廃棄物の適正処理 

 

１ ごみ処理の基盤となる焼却施設の運営  

市の戸吹清掃工場及び館クリーンセンターは、廃棄物を利用した積極的な発電により温室効果

ガスを削減し、循環型・脱炭素社会に寄与する施設として、安全・安定的なごみ処理を行ってい

ます。 

廃棄物処理施設の整備には、廃棄物処理システム全体からの温室効果ガスの排出量削減や、社

会全体の脱炭素化への貢献を念頭において進めることが重要であり、将来にわたり安定的かつ継

続的なごみ・資源物処理体制を確立することを見据え、本市が実現を目指すべき清掃施設整備に

関する方針を定めた清掃施設整備計画を策定しました。 

 

２ 資源・エネルギーの有効利用の推進 

（１）家庭や公園などの剪定枝の資源化事業の推進 

家庭等から発生する剪定枝について、令和４年４月から市内全域での回収及び資源化を開始

しました。 

市内の公園や緑地では、毎年大量の剪定枝や落ち葉、倒木などにより材木が発生します。こ

れらの発生材は、たい肥や腐葉土へ加工するほか、木質バイオマスボイラーの燃料や、公園内

のベンチ、土留めの材料とするなど、さまざまな形で有効活用しています。 

 なお、福島第一原子力発電所事故の影響で、平成２３年から農林水産省の指導により、放射

能汚染の可能性のあるたい肥が拡散するのを防ぐため、落ち葉や剪定枝を原料としたたい肥や

燃料について、生産や流通が規制されています。規制が解除されるまでは、市民への配布を見

合わせています。 

 

（２）ごみの焼却により生じる熱エネルギーや焼却灰の有効利用 

戸吹清掃工場と、館クリーンセンターでは、ごみの焼却に伴い発生する蒸気を発電に利用し、

工場内の電力を賄っています。 

発電した電気のうち、余剰となる電力の一部は市役所本庁舎他９施設に自己託送し、さらな

る余剰分については、電力会社へ売却しています。 

   また、ごみの焼却後に発生する焼却灰は、埋め立てることなく東京たま広域資源循環組合が

運営するエコセメント化施設に搬入し、エコセメントの原料として有効利用しています。 

 

（３）不燃ごみの資源化推進 

平成２７年度より、不燃ごみの処理工程に導入した手選別方式の精度向上などによって埋立

処分量は減少し、不燃残渣の資源化を行うことで、平成３０年度以降、埋立処分量ゼロを継続

しています。今後も、さらなる選別精度の向上をめざすとともに、不燃ごみの適正な分別方法

の啓発などを推進していきます。 

 

３ 収集・処理システムの整備 

 平成２８年度に市内全域の可燃ごみ収集を民間委託化しました。また、令和４年度より、収

集品目の組合せや一部の収集頻度を見直すとともに、適正な収集エリアに変更して、より効率

の良い収集体制としました。 
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＜庁内環境調整委員会での総括評価＞ 

・館クリーンセンターの整備により、廃棄物の適正処理に向けた体制を整えるとともに、エ

ネルギーの有効活用を推進した。 

・埋立処分量は、継続して０t/年を達成することができた。 

＜第３次環境基本計画での展開＞ 

・引き続き埋立処分量の０ｔ/年を維持していくとともに、安定的な廃棄物の収集・処理体制

を構築するため、時代に即した体制整備や各施設の更新を進める。 

＜環境推進会議の意見＞ 

・埋立処分量０ｔを継続して達成できたことは高く評価できる。 

・引き続き埋立処分量０ｔの継続と清掃工場で発生した熱エネルギーの有効活用に努めてほ

しい。 

４ 産業廃棄物の適正処理 

  産業廃棄物の不適正処理対策のため、市民などからの情報やパトロールにより、不適正処理の 

早期発見・早期対応に努めています。悪質な事案については、他の自治体や警察とも連携するこ 

とで排出者を特定し、指導・処分の対応を行っています。 

また、不法行為を抑止するため、市内各所に２４時間稼働の防犯カメラを設置しています。 

 

５ 評価  

ここでは、基本施策Ⅱ―２廃棄物の適正処理についての評価結果を掲載します。 

成果指標 

 

（指標のねらい） 

不燃ごみについては、手選別を主体とした希少金属の回収、陶磁器やガラス製品の資源化を図る

ことにより、埋立処分量をゼロにします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

０t/年０t/年

令和５年度実績

埋立処分量の推移

指標名 計画策定時

316t/年 ０t/年

令和４年度実績 最終目標（令和5年度）

最終評価 ： 達成 
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第３項 二酸化炭素（ＣＯ２）排出量の削減 

 

１ 地球温暖化の現状 

（１） 気温変化 

地球温暖化による気候変動の影響と思われる現象は、私たちの身近にも現れています。 

市の桜の開花時期は年々早まる傾向にあり、市の猛暑日日数も増加傾向にあります。 

 

 

 

 

（２）温室効果ガスの排出量 

市の温室効果ガス排出量は、都内６２市区町村の共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジ

ェクト」による、２０２１年度（令和３年度）温室効果ガス排出量（推計）算定結果に基づく

ものです。各種統計資料のデータを用いるため、把握できる最新の排出量は、２０２１年度（令

和３年度）のものです。 

市内の２０２１年度（令和３年度）の温室効果ガス総排出量は約２２３万３千ｔ（ＣＯ２換

算）で、八王子市地球温暖化対策地域推進計画の基準年度である２０１３年度（平成２５年度）

と比べ、１２.１％減少しています。 

総排出量は、２０１１年度（平成２３年度）から２０１２年度（平成２４年度）にかけて、

原子力発電所の停止等による電力の二酸化炭素排出係数の影響で増加しましたが、その後の再

生可能エネルギー導入拡大などにより、同排出係数が改善傾向であるため、総排出量は減少傾

向にあります。 

  
 

 

 

※１：グラフ中の直線はデータの傾向を視覚的に示した直線です。 

※２：ソメイヨシノの開花日は、市役所北側浅川河川敷の標準木により観測したものです。 

※１：各温室効果ガスの排出量は、地球温暖化係数を用いてＣＯ2排出量に換算しています。 
※２：単位はＣＯ2の重さとして千ｔ(千ｔ- ＣＯ2)としています。 
※３：オール東京６２市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」による推計値に、一般廃棄物処理に

係る温室効果ガス排出量について、市の組成分析によるプラスチック含有率などに基づき再計算し、修正を加え
た値を使用しています。 

千 t-CO2 市内の温室効果ガス排出量 
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（３）二酸化炭素（ＣＯ２）の排出量 

市内における２０２１年度（令和３年度）のＣＯ２排出量は約２００万７千ｔで、八王子市

地球温暖化対策地域推進計画の基準年度である２０１３年度（平成２５年度）の排出量と比べ

１６.４％減少しています。 

なお、同計画においては、２０３０年度（令和１２年度）にＣＯ２排出量を、２０１３年度

（平成２５年度）比で「４６％削減」を目標としています。 

 

 

２ 家庭の取組支援 

（１）省エネルギー講座やイベントなどの実施 

ア 八王子市エコアクションポイント（はちエコポイント）の実施 

「はちエコポイント」は、家庭における省エネ等の環境にやさしい行動の実践と定着を支

援するため、エコアクション（環境配慮行動）の取組を商品に還元することで、ＣＯ２排出

量の削減を促進するポイント制度です。 

    登録者は、はちおうじ省エネ国チェックシートの提出や省エネチャレンジへの参加などの

対象行動によりポイントを獲得し、そのポイントに応じて翌年度に本市にゆかりのある商品

または環境に配慮した商品と交換を行います。 

なお、はちエコポイント会員は令和３年度から、省エネ国会員と統一を図り、令和５年度

からは世帯単位から個人単位とし、令和５年末時点では、１４，６８０名が参加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

むだ使いマン 

えこちゃん 

はちおうじ省エネ国キャラクター 

 

グリちゃん 

交換商品の例 

缶バッジ コースター（畳） 
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イ 省エネチャレンジ２０２３の実施 

「省エネチャレンジ」は、エアコンや照明等について省エネを意識して使用し、チェッ

クシートに定められた項目ごとの達成状況を入力する取組です。項目ごとにＣＯ２削減量を

明記しているため、一人ひとりの省エネに対する意識の啓発を図り、家庭での省エネを促

進しています。 

市立小学校５年生と中学校１年生、義務教育学校５年生・７年生を対象に、環境月間で

ある６月に実施しています。また、市民を対象に電力需要が高まる夏季（７～８月）及び

冬季（１２～１月）にクールセンター八王子と連携して実施しました。延べ５，６１９世

帯の参加により、計１４，００９ｋｇのＣＯ２削減を達成しました。 

 

 

ウ みどりのカーテンコンテストの開催 

地球温暖化防止の一環として、夏の暑い日差しを遮り、室温の上昇を抑えるみどりのカー

テンを普及させるため、「みどりのカーテンコンテスト」を開催しました。 

市内に設置した、つる性植物による「みどりのカーテン」を対象として、８月１日～９月

３０日までの期間に写真の応募を受け付け、全体で５６件のうち、戸建住宅部門４１件、集

合住宅部門７件、団体部門２件、公共施設部門６件の応募がありました。 

応募作品の中から優秀作品を選考し、あったかホールで入賞作品の写真を展示しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 
参加者 

（世帯）数 
ＣＯ２削減量 
（ｋｇ） 

世帯あたりの 
ＣＯ２削減量（ｋｇ）※ 

省エネチャレンジ２０２３（小・中学校） 4,726 9,399 1.99 

省エネチャレンジ２０２３（一般市民） 893 4,610 5.16 

合 計 5,619 14,009 2.49 

※ ＣＯ２削減量（ｋｇ）÷参加者（世帯）数≒世帯あたりのＣＯ２削減量（ｋｇ） 
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イニシアティブプログラムの様子 

 

エ 地球温暖化防止普及啓発イベントの実施 

地球温暖化問題に対する市民の関心を高め、一人

ひとりが行動するきっかけとするため、地球温暖化

防止月間である１２月に地球温暖化防止普及啓発イ

ベントを開催しています。 

令和５年度は地球温暖化対策に関するイベントや  

   講座を市内各地で実施し、２７５名の方にご来場い 

ただきました。また、１２月１日から２８日まで、 

これらのイベント等やＣＯ２排出量削減に資する取組 

を行っている施設をめぐるスタンプラリーを実施し、 

多くの方に対し地球温暖化問題について普及啓発することができました。 

 

３ 事業所の取組支援 

（１）省エネルギー活動の支援 

ア 「八王子省エネカンパニー」の支援 

省エネルギー対策に対して積極的に取り組む事業者を「八王子省エネカンパニー」として

市のホームページ等で公表し、省エネに対する企業姿勢をＰＲしています。なお、現在約２

２０社の市内事業者が参加しています。 

 

イ 環境負荷軽減につながる商品を含む「中小企業新商品開発認定制度」の実施 

市では、市内中小企業者の新規性の高い優れた商品及びサービスの普及をめざし、市が定

める基準を満たす商品等を生産する中小企業者（及びその商品等）を市が認定することによ

り、販路開拓を支援しています。 

令和５年度は、環境負荷の軽減につながる商品を含む７商品を認定しました。 

 

ウ 中小企業省エネ改修等推進事業補助制度 

平成２８年度から、事業者における省エネの推進を目的として、省エネルギー診断に基づ

き、設備や機器を設置する事業者に対して「中小企業省エネ改修等推進事業補助制度」を行

っています。令和５年度は、空調、照明等の改修を行う計５社に補助を行いました。 

 

（２）中小事業者向けの環境マネジメントシステムの導入支援 

「エコアクション２１」は、環境省が策定し

た環境マネジメントシステムの規格で、国際規

格「ＩＳＯ１４００１」と比べ、費用や労力の

面で中小事業者にとって取り組みやすい内容と

なっています。 

市は、エコアクション２１の認証登録に取り

組む事業者を支援するため、認証登録に向けた

無料の勉強会「八王子市イニシアティブプログ 

ラム」等を実施しています。 

また、すでにエコアクション２１を認証登録している市内事業者の取組を支援するため、「エ

コアクション２１認証登録料及び更新登録料補助制度」を実施しています。 

イベントのチラシ 
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４ 市の事務事業における率先的行動 

（１）環境マネジメントシステムを運用した省エネルギーの取組の実施 

市では、平成２９年度から市独自規格の環境マネジメントシステム（Ｈ－ＥＭＳ（ヒームス））

を導入し、環境配慮に取り組んでいます。 

職場での取組として、各部署の事務事業に合った環境配慮行動の目標を設定し、ゼロカーボ

ンシティ実現に向け、さらなる環境負荷の低減に努めています。 

 
   市役所で行う事業等から排出される、ＣＯ２をはじめとした温室効果ガス排出量は、近年減

少傾向にあります。令和５年度は、令和４年度に比べ、「公用車」の各部門において温室効果

ガス排出量は減少し、「廃棄物」と「施設運営」の各部門において温室効果ガス排出量は増加

しました。温室効果ガスの総排出量は４.３％増加しました。 

 

（２）省エネルギー設備の導入 

市では、温室効果ガス排出量やエネルギー消費量の削減を目的として、施設建設時や改修

時に省エネルギー設備の設置・導入を進めています。 

ア 省エネ型空調機の設置 

  以下の工事などで、省エネ型空調機を設置しました。 

東浅川保健福祉センター大規模改修 市立第五中学校体育館空調機設置工事 

七国小学校管理諸室空調機設置工事 第一小学校特別教室空調機設置工事 

加住小学童保育所空調機設置工事 元八王子児童館空調機更新工事 

 

イ 省エネ型電気設備の設置 

 以下の工事などで、省エネ型照明器具（ＬＥＤ）を設置しました。 

また、道路照明約１９，５００基の省エネ化（令和４年３月完了）や小中学校１０１校の

照明ＬＥＤ化（令和７年３月完了予定）を実施しています。 

東浅川保健福祉センター大規模改修 南口総合事務所照明器具改修 

大横保健福祉センター照明器具改修 戸吹スポーツ公園サッカー兼ラグビー場

照明設備改修 

元八王子保育園照明器具改修工事 子安保育園照明器具改修工事 

t-CO2 
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５ ＣＯ２吸収源としてのみどりの保全・機能維持 

水源かん養機能や土砂災害防止機能など、森林の持つ「みどりのダム」としての機能を維持し

ていくためには、森林整備計画に基づく森林施業が必要となります。 

 

６ 推進活動拠点の活用 

中核市の権限を活用し、平成２８年４月に八王子市地球温暖化防止活動推進センター（クール

センター八王子）を開設し、地球温暖化に関する調査活動やイベントなどを実施することで、市

民の地球温暖化に対する意識啓発につなげています。 

また、地球温暖化対策に関する知識の普及等の活動を行う地球温暖化防止活動推進員が、市

民・事業者向けの講座などで活躍しています。 

 

７ 評価  

ここでは、基本施策Ⅱ―３二酸化炭素（ＣＯ２）排出量の削減についての評価結果を掲載します。 

成果指標 

 

※電力のＣＯ２排出係数は固定値（平成２１年度値）で計算します。 

（指標のねらい） 

地球温暖化の原因である温室効果ガスの中で、最も占める割合が多いＣＯ２排出量を削減します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標名 計画策定時

市民１人当たりの年間

CO2排出量の削減割合

（平成12年度比）

最終目標（令和5年度）

28.3%
（令和3年度値）

令和５年度実績

14.5%
（平成22年度値）

令和４年度実績

27.6％
（令和2年度値）

26.7%
(令和3年度値)

＜庁内環境調整委員会での総括評価＞ 

・市民及び事業者向けの省エネ支援策を実施し、ＣＯ２排出量の削減を推進した。 

・ＣＯ２排出量の削減割合は、達成に向け順調に推移してきたが、Ｒ３年度値では排出量増加

により最終目標は達成しなかった。引き続き、民生部門等を中心にＣＯ２削減に向けての対

策が求められる。 

＜第３次環境基本計画での展開＞ 

・本市においてＣＯ２排出量の多い民生家庭部門、民生業務部門、運送部門を重点的に削減す

るため、引き続き家庭や事業所におけるエネルギー使用量の削減を進めるほか、交通にお

けるエネルギー使用量の削減も併せて推進する。 

＜環境推進会議の意見＞ 

・ＣＯ２排出量の削減は喫緊の課題であるため、引き続き取組強化を図るべき。 

・はちエコポイントのアクティブユーザーの把握や分析を行い、はちエコポイント制度のよ

り良い見直しにつなげてほしい。 

最終評価 ： 達成に向けて相当の進展があった 
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由井市民センターに設置した 
太陽光パネル 

 

 

第４項 再生可能エネルギーの普及拡大 

 

１ 再生可能エネルギーの普及拡大 

（１）公共施設への再生可能エネルギー機器の設置 

市では、平成２６年３月に策定した「八王子市再生可能エネ

ルギー導入方針」及び「公共施設への再生可能エネルギー設備

導入基準」に基づき、市施設へ再生可能エネルギー設備を率先

的に導入しています。 

令和５年度は、由井市民センターなど２２箇所に太陽光発 

電設備を設置しました。 

 

（２）住宅や事業所などへの導入促進 

再生可能エネルギー利用機器を設置する市民と事業者に対し、設置費用の一部を補助する再

生可能エネルギー利用機器等設置費補助制度を実施しました。 

令和５年度は、太陽光発電システムに１１１件、太陽熱利用システムに２件、リチウムイオ

ン蓄電池システム（太陽光発電システムと同時導入に限る）に９７件の計２１０件の補助を行

いました。また、ＨＥＭＳを同時に導入した１１件に対して１万円を増額しました。 

 

（３）再生可能エネルギー機器を設置した施設を活用した啓発の実施 

「八王子市再生可能エネルギー導入方針」に基づき、再生可能エ

ネルギーを他の施策と連携し普及していくため、防災対策、環境教

育、産業振興等の施策と連携し、再生可能エネルギーの普及拡大を

図っていきます。 

また、「東京都再生可能エネルギー等導入推進基金事業（グリーン

ニューディール基金事業）」を利用し、災害時の避難所である小・中

学校へ太陽光発電設備及び蓄電池を設置しています。 

 

設置校 

第六中学校 陵南中学校 

宮上中学校 石川中学校 

城山中学校 みなみ野君田小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

城山中学校の蓄電池 

（過去の工事例） 
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２ 評価  

  ここでは、基本施策Ⅱ―４再生可能エネルギーの普及拡大についての評価結果を掲載します。 

成果指標 

 
（指標のねらい） 

市内における太陽光発電の発電容量を増加し、再生可能エネルギーの普及を行うことにより、二

酸化炭素排出量を削減します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５項 低炭素型まちづくり 

 

１ 低炭素型まちづくりの推進 

（１）一定の地区についての省エネルギー・再生可能エネルギー機器の整備促進 

   土地利用と交通・みどり・エネルギーなどのさまざまな施策を総合的に取り組み、持続可能

な都市構造を実現するため、平成２８年度に「低炭素都市づくり計画」を策定しました。 

   また、重点促進地域に指定した「八王子駅地区・西八王子駅地区」、「多摩ＮＴ鑓水地区」、「八

王子西ＩＣ川口地区」で導入施策の準備を開始しました。 

   令和５年度には、子安市営住宅跡地の売却にあたり、脱炭素による環境に配慮したまちづく

りを行うことを条件とし、低炭素型まちづくりの推進に努めました。 

 

（２）道路環境の整備、公共交通の利便性の向上の推進 

交通をとりまく変化を的確に捉え、将来交通を見据えた上で、快適で安全な交通環境を創出

するための交通政策を推進することを目的に、平成２６年度に「八王子市交通マスタープラン

計画策定時

20MW
市内に設置された太陽光
発電装置の発電容量

65MW

指標名 令和４年度実績

61MW 63MW

令和５年度実績 最終目標（令和5年度）

＜庁内環境調整委員会での総括評価＞ 

・家庭向けの補助事業により、再生可能エネルギー利用機器の設置を促進した。また、ＰＰＡ事業

により多くの公共施設での太陽光発電設備の設置を達成した。 

・設置された太陽光発電装置の発電容量は、計画策定時から大幅に向上し、達成率約９５％であっ

た。再生可能エネルギーの導入はＣＯ２の排出削減に向けての重要な施策であるため、引き続き

の推進が求められる。 

＜第３次環境基本計画での展開＞ 

・引き続き住宅及び事業所への設備導入を促進するほか、公共施設を多く有する本市の特徴を活用

して、公共施設についてもＰＰＡ事業などにより再生可能エネルギー設備の導入を推進する。 

＜環境推進会議の意見＞ 

・多くの公共施設や住宅に再生可能エネルギー機器を普及させたことは評価できる。 

・木質ペレットストーブへの補助事業については、木質ペレット製造業者のＦＳＣ認証偽装や大気

汚染の課題についても注視すべきと考える。 

最終評価 ： 達成に向けて相当の進展があった 
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（第３次八王子市総合都市交通体系整備計画）」を策定しました。 

道路環境の整備について、国や都とも協力し、渋滞解消や円滑な交通流動性の確保に向けた

道路整備のほか、広域・主要幹線道路の整備やボトルネック箇所の解消を推進しています。ま

た、平成２８年１０月に「八王子市自転車利用環境整備計画」を策定し、自転車の利用環境を

向上させるため、自転車ネットワークの形成やシェアサイクルの事業も行っています。 

公共交通の利便性向上については、平成２９年３月に「八王子市公共交通計画」を策定し、

誰もが不便なく移動できるバス路線網の形成等を進めています。 

それぞれの施策を実施することで自動車排出ガスの低減を図るうえで大きな効果が期待さ

れます。各施策についての進捗状況を把握しながら、適正な事業推進を行っていきます。 

 

（３）家庭や事業所によるＣＯ２排出量の削減の支援 

ア 公園の指定管理者の取組 

公園等から発生する剪定枝や落ち葉は、通常一般廃棄物として焼却処分しますが、これら

はチップやたい肥等に加工することにより、資源として活用することができます。 

また、剪定枝は木質バイオマスボイラーの燃料としても活用されています。成長過程で 

ＣＯ２を吸収した樹木を燃料とする木質バイオマスボイラーは、大気中のＣＯ２に影響を与え

ないという特性があります。 

 

  イ 地球温暖化防止活動推進センター 

中核市の権限を活用し、平成２８年４月に八王子市地球温暖化防止活動推進センター（ク

ールセンター八王子）を開設しました。 

あったかホールを拠点として、地球温暖化対策に関する啓発・広報活動や調査・研究活動

などを実施し、講座・イベントの開催や出展を通して地球温暖化対策を推進しています。 

令和５年度は、太陽光の熱を集めて料理を作るソーラークッキングや家庭向けの省エネル

ギー講座を実施するなど、再生可能エネルギーや省エネルギーの普及啓発を行いました。 

 

  ウ 地球温暖化防止活動推進員 

中核市の権限を活用し、平成２８年４月から市民に向けた地球温暖化対策に関する知識の

普及等の活動を行う地球温暖化防止活動推進員を委嘱しています。 

推進員は、家庭の省エネ講座で講師として活動したり、さまざまなイベントに出展するな

ど、推進員の知識や経験を伝えることで、市民の地球温暖化防止への意識を高めています。 

また、オリジナル版「家庭の省エネハンドブック」を作成し、家庭の省エネ講座などで活

用しています。 

    家庭や事業者に対し、身近なところから地球温暖化防止の普及啓発を推進しています。 
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２ 評価  

ここでは、基本施策Ⅱ―５低炭素型まちづくりについての評価結果を掲載します。 

成果指標 

 
（指標のねらい） 

再開発事業、地域冷暖房システムの構築、事業者の住宅開発など、一定の地区での省エネルギー・

再生可能エネルギーの普及を進めることにより、まちの低炭素化を促進します。 

 

０か所 ４か所

計画策定時

―
エネルギーを効率的に利用
するまちづくりに着手して
いる箇所数

指標名 令和4年度実績 令和５年度実績 最終目標（令和5年度）

０か所

＜庁内環境調整委員会での総括評価＞ 

・クールセンター八王子の開設により家庭や事業所からのＣＯ２排出量の削減支援を推進し

た。 

・低炭素都市づくり計画における重点促進地域は事業継続中のため、エネルギーを効率的に

利用するまちづくりに着手している箇所数は未達成であった。 

＜第３次環境基本計画での展開＞ 

・都市全体の効率的なエネルギー利用を促進するため、都市計画マスタープラン、立地適正

化計画に基づき、拠点・沿道ネットワーク型都市構造への再構築を進める。また、清掃工

場での発電や街路灯のＬＥＤ化など環境配慮が進んだまちづくりを推進する。 

＜環境推進会議の意見＞ 

・水素発電自動車の水素供給ステーション設置などを検討すべきではないか。 

・公共交通のなかでも、自動車と比べて温室効果ガス排出が格段に低い鉄道の利用を呼びか

けるべき。 

最終評価 ： 達成に向けて一定の進展があった 
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はちおうじこども環境白書 

第３節 みんなが協働して環境保全に取り組んでいるまちをつくる 

 

現状と課題 

    

 

 

 

 

 

 

第１項 環境教育・環境学習の推進 

 

１ 環境教育の充実 

（１） 教員の環境教育への意識向上  

未来を創る子どもたちが、身近な体験を通して環境への関心と理解を深め、環境保全への行

動力を持てるよう育成することを目標に、平成２２年度に「学校教育における八王子市環境教

育基本方針（第二次）」を策定しました。 

目標実現のため、学校ごとに、環境教育全体計画及び年間指導計画に基づき、環境教育を実

践しています。また、環境教育の小中一貫教育指導資料を活用するなど、子どもが自ら環境に

ついて学べるよう工夫をしています。 

また、夏季教員研修において、環境教育アドバイザーを招き、浅川において水辺の環境学習

における指導方法についても指導いただき、教員の環境教育に関する理解を深めています。 

令和２年度からは、市立小・中学校及び義務教育学校全校において年間指導計画内にＳＤＧｓ

を盛り込み、持続可能な社会づくりの担い手を育む教育を推進しています。 

 

（２）環境教育に関する冊子の作成 

市立小学校・義務教育学校４年生を対象に、市の環境施

策を紹介する「はちおうじこども環境白書」（電子版）、ご

みの減量やリサイクルの意識を育てるための「きれいなま

ち八王子」（電子版）、川への関心を高めるための「川と友

だちになるノート」を作成・配付しました。 

また、市立小学校・義務教育学校３年生及び中学校・義

務教育学校（後期課程）全学年を対象に、消費者教育副読

本を作成しました。学習指導要領に基づく消費者教育の観

点から、環境教育を含め、持続可能な社会をめざす内容も 

取り入れています。令和５年度に作成した令和６年度版副読本については、学校以外でも誰も

が自由に閲覧・学習できるようにデジタルブック化し、市ホームページにも掲載しています。 

「学校教育における八王子市環境教育基本方針（第二次）」では、「環境問題に関心を持ち、

環境問題を解決する行動力を持った人」を環境教育目標として規定しています。目標達成のた

め、子どもが身近な八王子の環境に興味を持ち、自ら取り組めることを考え、学校のみならず

家庭での実践にもつなげられることをめざします。 

 

八王子の豊かな自然を守り育て、私たちの身近な環境をより良くするためには、一人ひとりが

環境について考え、市民や事業者も協働して環境保全に取り組んでいくことが大切です。 

地域住民が一体となって環境問題に取り組んでもらえるよう、地域に応じた環境教育・環境学

習を一層充実させるほか、環境に関する情報を収集・提供していくことで、環境保全に関する意

識と活動意欲の向上を図ることが求められます。 
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環境教育支援事業の様子 

（３） 学校や地域特性に応じた環境教育の推進 

市では平成１７年１月に、あったかホール内に八王

子市環境学習室「エコひろば」を開設しました。市民・

事業者が環境について関心を持つきっかけづくりと、

環境保全団体などが地域に根差した活動をするための

拠点として活用されています。 

エコひろばでは、学校や地域特性に応じた環境教育

を推進するため、市内小・中学校及び義務教育学校の

総合的な学習の時間などを使って行われる環境学習に

対して、環境教育支援を行っています。令和５年度は、

小学校３１校で実施し、計２，４９５名の児童を支援

しました。 

また、市では、令和６年３月に「八王子市環境教育プログラムガイドブック」を改定しまし

た。このガイドブックは、子どもから大人まで幅広い年代の人々が、身近にある自然や地球温

暖化をはじめとする環境問題に関心を持つ機会を提供するため、市や企業、団体等が実施して

いる環境に関する講座をまとめたものです。 

 

２ 環境学習の拡充 

（１）環境学習の推進 

エコひろばでは、環境に関わる講座やイベントの開催

のほか、環境系の図書や器材の貸し出しなどを行い、環

境学習を支援しました。令和５年度は、延べ９，１３８

名が来場しました。 

 令和５年８月には、八王子市北野環境学習センター

（あったかホール）３階に生きもの展示室をオープンし

ました。生きもの展示室では、八王子に生息する生きも

のたちの生体展示などを通じ、生物多様性の普及啓発に

取り組んでいます。令和５年度は、１５，４３３名が来

場しました。 

 

（２）環境学習・啓発活動の展開 

産官学民の協働によるイベントとして、「はちおうじ

の環境をみる・きく・考える」をメインテーマに「八王

子環境フェスティバル」を毎年環境月間である６月に開

催しており、令和５年度は６月４日に東京多摩未来メッ

セにて開催しました。当日は、各団体が環境に関連する

体験型の企画やＳＤＧｓとのつながりを発信し、子ども

から大人まで、環境について楽しく学んでいただきまし

た。６１団体が出展し、延べ約１０,０００人の来場者で賑わいました。 

市民にとって身近な環境や自然に興味を持つきっかけをつくるため、環境市民会議などの関

係団体と協力し、講座等を開催しました。このほか、学習会などで、市職員が講師として講義

や説明をする「はちおうじ出前講座」を開催しています。また、都市景観セミナーを開催し、

生きもの展示室 

八王子環境フェスティバルの様子 
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４７名が来場しました。 

 

（３）民間事業者との協働 

市では中核市移行による権限を活用し、「体験の機会の

場」を認定しています。平成２７年度に認定した佐川急便

が所有する「高尾１００年の森」は、都内では初めての認

定となりました。令和５年度は市との共催による親子里山

体験講座を開催し、クリスマスリースづくりやたき火体験

を行いました。 

一般財団法人セブン‐イレブン記念財団が運営する

「高尾の森自然学校」では、森の音楽祭やクラフトワー

ク、昆虫・野鳥の観察会など様々なプログラムを実施し参加者が増加しています。 

このほか、上川の里特別緑地保全地区では、保全活動協定を締結した株式会社ＮＴＴドコモ

によるスマートフォンアプリを使った生きもの探しや林業事業者の講師による木こり体験な

ど、魅力的な自然体験プログラムを新たに開催しました。 

 

３ 環境保全に精通した人材の育成・活用 

（１）人材育成 

市内小・中学校及び義務教育学校を対象に実施する環境教育支援事業（川の学習）の支援

者を育成するため、令和３年度より川の学習サポーター養成講座を実施しています。川に関

する基本的な知識や支援者としての技術を学ぶ講座で、修了生は川の学習時に支援者として

活躍しています。 

令和５年度は１１名が修了しました。 

 

（２）環境市民会議の活動支援 

 環境市民会議の会員数の増加と活動の活性化を図るため、

広報やＦＭラジオ等で会員を募集しました。 

また、各地区の環境市民会議の活動を知ってもらうため、

環境パネル展を毎年開催しています。令和５年度は９月に

市役所市民ロビーにて開催しました。 

環境市民会議では、市内の６地区において、市民・事業

者が自発的に環境保全活動を実践しています。令和５年度

は１５３名の会員が活動しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境パネル展 

森の素材を使ったリースづくり 
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４ 評価 

  ここでは、基本施策Ⅲ―１環境教育・環境学習の推進についての評価結果を掲載します。 

成果指標 

  

（指標のねらい） 

多くの人が環境について学ぶことにより、環境問題に対する意識が高まり、環境保全活動を実践

する人が増えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２項 環境情報の提供、収集及び活用 

 

１ 役立つ環境情報の発信 

（１）「八王子市環境白書」の発行 

環境保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、市の環境の現状及び環境基本計画に

基づく施策の実施状況を明らかにしたもので、本編とデータ集を毎年発行しています。 

 

（２）「環境報告書」の発行 

事業活動における環境配慮の取組状況に関する説明責任を果たすため、市内にある５か所の

環境施設について、環境配慮の方針・目標・取組内容及び実績を毎年公表しています。 

 

■環境報告書を発行している施設 

館クリーンセンター 戸吹不燃物処理センター 

戸吹清掃工場 プラスチック資源化センター 

北野衛生処理センター（北野ポンプ場含む）  

計画策定時

23,403人
環境に関する講座や講演
に参加している人の数

指標名

28,000人

令和４年度実績 令和５年度実績 最終目標（令和5年度）

32,194人 36,501人

＜庁内環境調整委員会での総括評価＞ 

・様々な機会を通じて、環境教育・環境学習を実施し、広く市民に周知啓発した。特に、子

どもが自然に触れる機会の創出や学校で活用できる副読本作成などを通じ、子どもたちの

環境意識の向上を図った。 

・講座や講演を積極的に展開し、環境に関する講座や講演に参加している人の数は、最終目

標を達成した。 

＜第３次環境基本計画での展開＞ 

・環境保全に向けて市民一人ひとりの行動変容が求められるため、引き続き環境教育・環境

学習の充実を図るほか、本市が有する多様な自然環境を活用した自然体験の機会を創出す

る。また、減少傾向が見込まれる環境に関わる担い手についての育成・支援を継続して実

施する。 

＜環境推進会議の意見＞ 

・環境教育は様々な所管が関わっているため、統合的に進められるとよいのではないか。 

・環境教育支援には環境市民会議の充実は欠かせないため、広く加入を呼びかけてほしい。 

最終評価 ： 達成 
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（３）インターネットや広報による環境情報発信 

市ホームページや市公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルにおいて、環境情報を発信しています。 

広報はちおうじでは、ごみ処理に関するお知らせなどを随時発信しました。特集号では、 

１０月に食品ロス削減を啓発する「ごみゼロ通信」を発行しました。 

また、Ｆａｃｅｂｏｏｋページ「はちおうじ環境だより」では、役立つ環境情報を発信する

ため、環境に関するイベントや自然体験講座の開催情報などを、計１１５回投稿しました。 

 

（４）環境学習室「エコひろば」による情報発信 

「エコひろば」では、ホームページやＳＮＳにおいて講座の情報や環境教育支援事業の状況

などをはじめとした、環境教育・環境学習に関わる情報を公開しています。 

 

（５）災害リスク情報や熱中症対策の情報発信 

市の防災情報メール、Ｘ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）やＦａｃｅｂｏｏｋにおいて、台風や大雨、

雪などの風水害に関する注意報、警報等の情報のほか、熱中症の注意喚起について情報発信を

行いました。 

 

２ 評価 

  ここでは、基本施策Ⅲ―２環境情報の提供、収集及び活用についての評価結果を掲載します。 

成果指標 

  

（指標のねらい） 

環境情報を収集し、市民へ広く発信することにより、環境に対する意識が高まり、日常生活にお

いて地球環境に配慮して暮らす市民を増やします。 

 

 

50.5% 55%

令和4年度実績 令和５年度実績計画策定時

46.2％
（第２次環境基本計
画中間改定時）

指標名

日常生活において常に地
球環境に配慮して暮らして
いる市民の割合

最終目標（令和5年度）

53.9%

＜庁内環境調整委員会での総括評価＞ 

・広報紙、インターネット、ＳＮＳなど、様々な媒体を活用した積極的な情報発信を行った。 

・日常生活において常に環境に配慮して暮らしている市民の割合は、若い世代の割合が他世

代と比較し低いことから、ターゲットを絞った情報発信などの検討が求められる。 

＜第３次環境基本計画での展開＞ 

・環境に関する情報をＳＮＳ、広報紙、動画配信など多様な手法を用いて効果的に実施しつ

つ、市民や事業者の行動が環境負荷の低減につながるような行動変容を促進する。 

＜環境推進会議の意見＞ 

・従来の広報紙やチラシ等での情報提供とともに、Ｆａｃｅｂｏｏｋなどの多様な媒体を使

い、幅広く環境情報の発信に努めてほしい。 

  

最終評価 ： 達成に向けて相当の進展があった 
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第４節 安全で良好な環境のもと、健やかに暮らせるまちをつくる 

 

現状と課題 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１項 美しく快適なまちの保持 

 

１ まちの美化の推進 

（１）路上喫煙対策 

市では、平成１９年１月に「八王子市路上喫煙の防止に関

する条例」を施行し、市内全域で路上での歩きたばこを禁止

しました。さらに、八王子駅・南大沢駅・西八王子駅・高尾

駅周辺を路上喫煙禁止地区に指定しています。 

歩きたばこや吸い殻のポイ捨てを防止し、喫煙者のマナー

向上を図るため、市内１０か所に屋外公衆喫煙所を整備して

います。令和５年度は南大沢駅の周辺において、喫煙マナー

アップキャンペーンを実施しました。 

 

（２）放置自転車対策 

放置自転車は、通行を妨げて交通事故を誘発し、災害時

の救急や消火活動の妨げにもなるほか、まちの美観を損な

う原因にもなります。 

市では、駅周辺の放置自転車対策のため自転車駐車場を

整備するとともに、自転車等放置禁止区域を指定し、区域

内で放置された自転車は、即時に撤去しています。 

   また区域内では、一定規模を超える特定施設に対し自転 

  車駐車場の設置を義務付け、特定施設の利用者向けの駐輪 

  場所を確保するなど、放置自転車の抑制に向けて対策して 

  います。 

令和５年度末現在、市内各駅周辺には、７３箇所２７，６６５台分の自転車駐車場を整

備しており、引き続き、駐輪需要の変化や自転車利用の実情にあわせた整備を進めていき

ます。 

本市は、多くの人が生活の拠点として利用しており、市街地にはさまざまな飲食店や娯楽施設など

が集まっています。 

このまちの美観を維持していくためには、たばこのポイ捨てや自転車の放置、違法看板の設置やは

み出し営業といった行為を防止するとともに、一人ひとりのマナー向上を促す必要があります。 

また、本市には、中央自動車道をはじめ４本の国道が通っており、交通の要衝となっています。浅川

に代表される豊かな水環境には、さまざまな生きものが生息しており、自然体験の場としても活用さ

れています。 

 安全で健やかな暮らしのためには、市民・事業者とも協力し、工場や自動車から排出されるガスや水

質汚濁の抑止に努め、大気・水環境を守る取組が必要です。 

ジョイ五番街通り自転車駐輪帯 

京王八王子駅前喫煙スポット 
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（３）違法看板・置き看板対策 

 平成１５年７月から続く違法看板対策として、市民ボランティアによる除却協力員制度や除

却委託等の対応により、市内の捨て看板は大幅に減少しています。 

平成２７年４月には、中核市への移行に伴い「八王子市屋外広告物条例」を施行しました。

引き続き、電柱や歩道に不法に設置された立看板・貼り紙・貼り札などの捨て看板をなくす対

策を行っていきます。 

また、八王子駅周辺の置き看板等放置行為防止重点地域においては、安全・安心な歩行空間

を確保するため、生活安全・安心指導員によるパトロールを実施し、看板や商品などを公道に

はみ出して置く店舗に対し指導しています。 

 

（４）みんなの町の清掃デー・みんなの川と町の清掃デー 

美しい八王子をつくる会が、町会・自治会等の協力を得て、

毎年「みんなの町の清掃デー」・「みんなの川と町の清掃デー」

を開催しており、市も協力しています。恵まれた自然を守り、

郷土を愛する心を育むだけでなく、地域住民のふれあいの場

にもなっています。 

 

令和５年度の開催状況 

名称 実施日 
参加数 ごみ回収量（kg） 

団体 人数 可燃 不燃 合計 

みんなの町の清掃デー 5月 28日 199 10,401 12,090 1,000 13,090 

みんなの川と町の清掃デー 9 月 3 日 187 8,784 15,840 

16,650 

 

1,230 17,070 

 

（５）害虫対策 

毎年、ダニや蚊、ハトやネズミなどの駆除相談が市に多く寄せられており、その数は年間約

１，０００件に上ります。 

中でもハチに関しては、活動が活発になる６月から１１月に相談が多く、特に７月から９月

までの３か月間で４９９件、令和５年度全体では７９４件の相談が寄せられ、件数として最多

となりました。 

市では、ハチを含めた害虫などの駆除は行っていませんが、駆除方法の説明や駆除業者の紹

介を行っているほか、ハチを駆除する方に対して、防護服や殺虫剤を無料で貸し出しています。 

 

（６）空閑地の雑草対策 

病害虫の発生予防や防犯上の観点から、「八王子市民の生活環境を守る条例」に基づき、雑草

が繁茂している空閑地の所有者に対して、適切な管理を促しています。 

 

（７）電波障害の未然防止 

テレビ放送は、社会における情報伝達手段として極めて重要な役割を果たすため、高層建

築物や電気的雑音などによる受信障害を防ぐことが必要です。 

市では「八王子市民の生活環境を守る条例」により、建築主による対策を義務付け、建築物

による受信障害を防止しています。 

また、高さ１０ｍ以上の建築物について、「八王子市集合住宅等建築指導要綱」により、建

みんなの川と町の清掃デー 
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築時の事前協議や、計画時の調査等での事前確認など、受信障害対策の指導を行っています。

令和５年度は、２８件の事前協議を行いました。 

なお、平成２３年７月に地上デジタル放送へ移行したこともあり、受信障害を受けにくくな

ったことから、受信障害に関する苦情は大幅に減少しています。 

 

２ 評価 

ここでは、基本施策Ⅳ―１美しく快適なまちの保持についての評価結果を掲載します。 

成果指標 

 

（指標のねらい） 

市民のまちの美観の意識を把握することにより、良好な生活環境の確保につなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和4年度実績 令和５年度実績

60%

最終目標（令和5年度）

55.5%

計画策定時

46.4%
まちの美観が保持さ
れていると思う市民
の割合

指標名

57.3%

＜庁内環境調整委員会での総括評価＞ 

・ごみのポイ捨て、違法看板、放置自転車など様々な課題に対して、パトロールや指導等を推

進し、まちの美化維持に努めた。 

・まちの美観が保持されていると思う市民の割合は、近年数値の変化は少なく、居住地域によ 

 るばらつきが大きいため、まちの特性に応じた取組などの検討が求められる。 

＜第３次環境基本計画での展開＞ 

・市民をはじめ、市を訪れる人にも快適な環境を提供するため、引き続き、まちの環境美化や

良好な生活環境づくりを推進する。 

＜環境推進会議の意見＞ 

・歩きたばこや吸い殻のポイ捨てごみは改善されているが、さらなる喫煙者のマナー向上や

公共空間での禁煙を進めてほしい。 

最終目標に向けた評価 ：達成に向けて相当の進展があった 
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第２項 安全で健康な暮らしを守る 

 

１ 公害防止対策の推進 

（１）水質汚濁防止への取組 

  ア 水質汚濁防止対策 

市では、河川や地下水の水質汚濁を防止するため、水質測定を行っています。 

河川では、毎月、８か所の環境基準点と１か所の環境測定地点で測定しています。平成２

０年度以降、すべての測定地点で環境基準（ＢＯＤ７５％水質値）を満たしています。 

地下水については、水質汚濁防止法に基づき、都が定めた水質測定計画により測定してい

ます。市内を２０ブロックに分け、１年に５ブロックごとの測定（概況調査）を行っており、

令和５年度の概況調査では、すべての地点で環境基準を達成しています。 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 工場・事業場への対応 

市では、水質汚濁防止法に基づき、届出

の事前審査や指導を行い、水質汚濁の防止

に努めています。 

また、工場や事業場への立入検査によ

り、届出内容や排水処理施設の状況、排水

基準の遵守状況を確認しています。 

 

（２）大気汚染物質低減への取組 

ア 自動車排出ガス対策 

自動車排出ガスに対しては、これまでの窒素酸化物（ＮＯｘ）を中心とした対策に加え、

ディーゼル自動車から排出される粒子状物質への規制が行われています。粒子状物質の削減

だけでなく、より低排出・低公害な自動車への転換が必要です。 

市では、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（環境確保条例）」に基づき都

市内河川ＢＯＤ７５％水質値 

（単位：mg/L) 

河川名 測定地点 75％水質値 環境基準 

谷地川 下田橋下 1.0 ○ 

浅川 
中央道北浅川橋  0.6 

○ 
長沼橋下 0.6 

城山川 五反田橋 0.6 ○ 

南浅川 横川橋 0.7 ○ 

案内川 御室橋 0.5 ○ 

川口川 川口川橋 0.7 ○ 

湯殿川 春日橋 0.8 ○ 

大栗川 東中野橋 0.7 ○ 

〇：基準達成 ×：基準未達成 

令和５年度 水質検査を伴う立入調査結果 

立入 

事業場数 

水質検査 

回数 
行 政 措 置 

２５ １７ 

行政指導 ５ 件 

改善命令 ０ 件 

排水の一時停止命令 ０ 件 

（mg/L） ＢＯＤ75%水質値の推移 
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が策定した自動車環境管理計画により、公用車の低公害車への転換を進めているほか、ごみ

収集車の更新時にクリーンディーゼル車などを導入するなど、公用車の低公害・低燃費車へ

の転換を図っています。 

 

イ 光化学スモッグ対策 

自動車や工場から排出される窒素酸化物や揮発性有機化合物（ＶＯＣ）は、太陽の強い紫

外線により化学反応を起こし、光化学オキシダント（Ｏｘ）に変化します。 

光化学オキシダント濃度が高くなると、白く霧がかかったような状態になることがあり、

これを「光化学スモッグ」と呼びます。４月から１０月の、強い日差しで気温が高く、風の

弱い日に発生しやすくなります。 

都や市では、光化学オキシダント濃度を下げるため、揮発性有機化合物を使用する事業者

に対し、排出量の規制や適正管理による排出量の削減を図っています。 

なお、市では、光化学スモッグ発令時に学校等へ周知を行い、被害の防止に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 工場・事業場への対応 

市では、大気汚染防止法や環境確保条例に基づき、工場や事業場がばい煙を排出すること

について、排出基準を遵守するように指導を行っています。 

大気汚染防止法等では、ばい煙・一般粉じん・特定粉じん（石綿）・水銀及び揮発性有機化

合物（ＶＯＣ）を排出する施設に対し、排出基準や構造基準等を定めており、施設の構造等

を変更する際は、事前の届出が義務付けられています。 

市では、事前の届出があった場合に、審査や指導を行うことで、大気汚染の防止を図って

います。 

 

エ 常時監視体制 

市では、大気汚染防止法第２２条に基づき、大気汚染の状況を常時監視しています。 

毎日の時報データを市ホームページに掲載し、市民へ公開しています。 

 

一般環境大気測定室 自動車排出ガス測定室 

1 片倉町測定室 片倉町 553 1 八木町測定室 八木町 8-1 

2 館町測定室 館町 1097-66 2 下柚木測定室 下柚木 498 

3 大楽寺町測定室 大楽寺町 419 3 打越町測定室 打越町 1647-6 

4 川口町測定室 川口町 2694-5   

 

 

光化学スモッグの発令日数         （単位：日） 

年   度 R1 R2 R3 R4 R5 

学校情報 11 5 9 6 8 

注 意 報 1 1 3 1 2 

警  報 0 0 0 0 0 
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オ アスベスト対策 

（ア）アスベスト除去工事の届出 

アスベストを使用している建築物等を改

造や改修、解体する際は、事前の届出が義務

付けられています。 

市では、届出に応じて、アスベスト飛散防

止の対策等について指導しています。 

 

（イ）大気濃度測定 

市では、平成１７年１１月より、一般環境大気測定室２か所及びアスベスト除去工事地

点周辺などで大気濃度測定を行い、アスベストの飛散状況を監視しています。 

 

（３）有害化学物質への取組 

ア ダイオキシン類の調査結果 

大  気 （単位：pg-TEQ/m3） 

  

  

  

地  点 調査結果 環境基準（年平均値） 回数 測定月 

片倉町 0.0088 
0.6 pg-TEQ/m3以下 4 5・8・11・2 

大楽寺町 0.0077 

※複数回測定地点については平均値を掲載しています。 

河川水質 （単位：pg-TEQ/L） 

地  点 調査結果 環境基準（年平均値） 回数 測定月 

谷地川 （下田橋下） 0.035 

1 pg-TEQ/L 以下 2 6・9 浅川 （中央道北浅川橋） 0.032 

湯殿川 （春日橋） 0.046 

※複数回測定地点については平均値を掲載しています。 

 

河川底質 （単位：pg-TEQ/g） 

  

  

  

地  点 調査結果 環境基準 回数 測定月 

谷地川 （下田橋下） 0.25 

150 pg-TEQ/g 以下 1 9 浅川 （中央道北浅川橋） 0.34 

湯殿川 （春日橋） 0.49 

 

土  壌 （単位：pg-TEQ/g） 

  

  

  

地  点 調査結果 環境基準 回数 測定月 

公 園 （めじろ台二丁目） 2.2 

1,000 pg-TEQ/g 以下 1 10 

公 園 （狭間町） 0.20 

公 園 （狭間町） 2.5 

公 園 （館町） 0.18 

公 園 （館町） 

 

 

（子安町） 

0.49 

公 園 （寺田町） 2.2 

 

 

 

年    度 R3 R4 R5 

大気汚染防止法 13 12 18 

環境確保条例 13 11 16 

アスベスト除去工事の届出件数（単位：件）

件） 
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  イ ダイオキシン類 

ダイオキシン類は、廃棄物の焼却や製鋼用電気炉などで

の燃焼により発生し、環境汚染の原因となる物質です。 

このダイオキシン類による環境汚染の防止などを目的

に、平成１２年１月にダイオキシン類対策特別措置法が施

行され、市では、この法律に基づき大気や水質などを測定

し、結果を公表しています。 

焼却能力が１時間あたり５０ｋｇ以上の廃棄物焼却炉な

どの特定施設においては、施設の設置時や構造変更時の届出

のほか、毎年１回以上のダイオキシン類の測定などが義務付けられています。市内では、３

つの清掃工場が稼働していますが、いずれも排出基準を満たしています。 

また、環境確保条例では、ダイオキシン類対策特別措置法の対象とならない、小規模の廃

棄物焼却炉による焼却や野焼きについても原則禁止しており、市でも指導を行っています。 

 

清掃工場におけるばい煙中のダイオキシン類の濃度        （単位：ng-TEQ/m3N） 

地  点 R1 R2 R3 R4 R5 排出基準 

戸吹清掃工場 0.38 0.22 0.21 0.20 0.15  

1 館クリーンセンター 建設中 建設中 建設中 0.0087 0.0099 

北野清掃工場 0 0.011 0.082 0.15 廃止済 

 

 

ウ 有害大気汚染物質 

近年、さまざまな化学物質が、低濃度ながら大気中から検出されています。有害大気汚染

物質は、塗料の溶剤や金属洗浄剤、ガソリンなどに含まれ、自動車からも排出されます。 

市では、片倉町と大楽寺町の測定室で、揮発性有機化合物やアルデヒド類などの２７物質

について、年１２回測定を行っています。このうち、環境基準が定められている４物質は、

いずれも環境基準を満たしています。 

有害大気汚染物質の調査結果                     （単位：µg/m3） 

項  目 片倉町（年平均値） 大楽寺町（年平均値） 環境基準（年平均値） 

ベンゼン 0.59 0.58 3.0 

トリクロロエチレン 0.27 0.27 130 

テトラクロロエチレン 0.058 0.063 200 

ジクロロメタン 1.1 1.1 150 

 

エ 化学物質の適正管理 

大気などへの排出量が多い化学物質には、トルエンやイソプロピルアルコールなど、塗料

の溶剤や印刷工程で使用されるものが挙げられます。 

化学物質の排出抑制を図るため、平成１４年度から環境確保条例により、適正管理化学物

質５９種類を年間１００ｋｇ以上取り扱う場合には、使用量・製造量・排出量等の報告が義

務付けられています。 

館クリーンセンター 

※ 測定値については最大値を掲載しています。 
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さらに、従業員が２１人以上の事業所は化学物質管理方法書の提出も義務付けられており、

平成２６年度からは震災対策について、令和３年度からは水害対策についての内容が化学物

質管理方法書に盛り込まれることになりました。 

市では、届出に応じて立入検査を行い、適正管理や排出抑制等について指導しています。 

 

適正管理化学物質使用量等報告件数                  （単位：件） 

 

 

 

 

 

 

オ 土壌汚染対策 

土壌は、生きものが生きていく基盤であり、水や空気と同様、良好な環境を作り出す重要

な要素です。 

その土壌が汚染される原因には、有害な化学物質が元々土壌に含まれている自然由来の場

合と、人の事業活動等に伴って汚染される人為由来の場合があります。工場や事業場での化

学物質の漏出や廃棄物の投棄などは、新たな土壌汚染を生み出す原因となるうえ、一度汚染

された土壌には有害化学物質が蓄積され、長期に渡って汚染状態が続いてしまいます。 

土壌汚染による健康被害を防止するため、平成１３年１０月に環境確保条例の土壌汚染に

関する規定が設けられ、平成１５年２月に土壌汚染対策法が施行されました。これまで、規

制対象とする化学物質の追加や、手続きの見直し等を経て運用を続けています。 

法令で定められた化学物質を取り扱う事業場は、土壌汚染のおそれがある場所で工事を行

う際や、事業場を廃止する際に土壌調査が義務付けられています。また、３，０００㎡以上

の工事を行う際などにも、土壌汚染のおそれを確認するため、事前に届出を行う必要があり

ます。市では、法令に基づき、事業者等が適正に対応するよう指導しています。 

 

カ 殺虫剤・農薬 

農薬などの化学物質が健康に影響を与えることを防ぐため、農林水産省・環境省は「住宅

地等における農薬使用について」の通知や「農薬飛散による被害の発生を防ぐために」のリ

ーフレットを作成しています。また、都は「化学物質の子どもガイドライン（殺虫剤樹木散

布編）」などのパンフレットを作成しています。 

市では、市民が安心して生活できる環境を確保するため、ホームページで情報を公開し、

農薬などの化学物質の安全な管理を呼びかけています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

年   度 R1 R2 R3 R4 R5 

適正管理化学物質使用量等報告書  135  134 131 133 127 

化学物質管理方法書  14  29 34 26 26 
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（４）騒音・振動への取組 

  ア 道路交通騒音 

市では、主要幹線道路の自動車騒音を測定しています。 

騒音規制法では、騒音が要請限度を超え、周辺の生活環境が

著しく損なわれると認められた場合、都道府県の公安委員会に

対して措置を執るよう要請することができます。 

令和５年度は、要請限度測定を１地点で実施した結果、夜間

の要請限度の超過が見られました。 

また、自動車騒音の測定値をもとに、道路の端から５０ｍの

地域に立地する住居の騒音レベルを推計し、全住居戸数に対し

環境基準値を下回る戸数の割合を調査する環境基準測定調査も

行っています。 

令和５年度は１５地点で調査しました。環境基準達成率は、

全路線合計で昼間が９８％、夜間が９２％となりました。 

 

イ 工場・事業場や建設作業の騒音・振動対策 

市では、騒音規制法や振動規制法、環境確保条例に基づき対象となる工場・事業場等に対

し、規制基準を遵守するよう技術指導をすることで、公害発生の防止に努めています。 

騒音・振動は同時に発生する場合が多く、工場等の規模や立地条件などを考慮し、適切な

防止対策を指導しています。 

著しい騒音や振動が発生する建設作業については、騒音規制法と振動規制法に設けられた

特定建設作業に関する規定に基づき、事前の届出が義務付けられています。市では、法令に

定められた規制内容に基づき、騒音や振動の大きさや作業時間等について指導しています。 

 

ウ 航空機騒音防止対策 

市東部の上空の一部は、米軍横田飛行場を離発着する航空機の飛行ルートとなっています。

令和４年度に実施した市による１か所の騒音測定結果は、環境基準値以下となりました。な

お、東京都による４か所の騒音測定結果も環境基準以下となっています。（基準値：Ⅰ類型５

７ｄＢ以下、Ⅱ類型６２ｄＢ以下） 

国は、航空機の騒音対策のため対象区域を指定し、住宅防音工事の補助を実施しています。

また、市では、市民の生活環境を守るため、東京都２６市で構成される東京都市長会を通じ、

騒音対策の充実について要望を行っています。 

 

エ 市民の生活環境を守る対応 

市では、騒音・振動について個別に苦情が寄せられた際は、現場の状況を確認した上で必 

要な対策を指導し、問題の解決を図っています。 

令和５年度は、騒音１０４件、振動１８件について対応しました。 

 

 

 

 

 

道路交通騒音測定 
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２ 評価 

ここでは、基本施策Ⅳ―２安全で健康な暮らしを守るについての評価結果を掲載します。 

成果指標 

 

（指標のねらい） 

市民の生活環境に関する意識を把握することにより、良好な生活環境の確保につなげます。 

 

計画策定時

光化学オキシダント「昼間
の１時間値が０．０６ｐｐｍ以
下の日数」

274日
（第2次環境基本計
画中間改定時）

指標名

令和4年度実績 令和５年度実績 最終目標（令和5年度）

46.0% 45.3% 60%

計画策定時

41.9%
周囲の生活環境(大気汚
染、騒音・振動)について良
いと感じている市民の割合

指標名

285日

最終目標（令和5年度）令和４年度実績 令和5年度実績

293日 294日

＜庁内環境調整委員会での総括評価＞ 

・各法律、条例に基づき、公害に関するモニタリング、情報提供及び事業者への立入検査や指

導等を実施し、公害の発生防止に貢献した。また、光化学オキシダントの成果指標について

も、最終目標を達成した。 

・生活環境に関する公害苦情について対応したが、周囲の生活環境について良いと感じてい

る市民の割合の増加には結びつかなかった。 

＜第３次環境基本計画での展開＞ 

・引き続き公害のモニタリングと排出抑制に向けた指導等を行い、公害の発生を防止する。さ

らに、良好な生活環境の維持及び自然環境への負荷の低減を目指し、化学物質対策を促進

する。 

＜環境推進会議の意見＞ 

・光化学オキシダントに係る成果指標の達成は評価できる。 

・環境測定の結果について、引き続き市民への適切な情報提供に努めてほしい。 

 

最終評価 ： 達成に向けて相当の進展があった 
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第４章 協働プロジェクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 里山復活プロジェクト 

 私たちの生活の身近な場所にある里山・谷戸や斜面緑地など、貴重なみどりの機能を回復するこ

とが重要です。地下水かん養や生物多様性の保全など、みどりや水辺の持つ多面的機能の回復をめ

ざします。 

        令和５年度実績 

評価指標 

「上川の里」特別緑地保全地区整備（活動箇所１、参加者延べ１,０００人 前年

比４４５人増、保全活動協定締結団体数８団体 前年度比 ２団体増） 

斜面緑地保全区域維持管理ボランティア（活動箇所１、参加者延べ２３人 前年比

６人増） 

公園アドプト制度（活動箇所２０、登録者１，２６６人） 

館さとやまくらぶ（活動箇所１、会員数２２人 前年比１人増） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 環境問題に取り組むためには、環境保全活動への関心や参加意欲の向上、環境保全活動を担う

人材や組織の発掘・育成などが求められます。こうしたことから、第２次環境基本計画の中で市

民・事業者と市が協働して取り組む「協働プロジェクト」を位置づけています。 

 「望ましい環境像」の実現に向けて協働プロジェクトを推進することにより、環境問題への関

心の拡大、環境活動への参加拡大、地域コミュニティの活性化、町会・自治会と環境保全活動団

体の連携拡大を図ります。 

 協働プロジェクトの評価は、市で把握できる市民・事業者との協働による活動実績（評価指標

として参加者数、活動箇所数や参加世帯数など）及び活動状況などについて把握し、５つのプロ

ジェクトごとに結果をとりまとめ評価します。 

 

＜庁内環境調整委員会での総括評価と今後の展開＞ 

 地域の緑地や公園などの自然環境を地域住民や NPO、企業などの協力により保全・維持

管理活動を実施した。また、一部緑地については、環境教育・環境学習の場としても有効

に活用した。 

 今後は、高齢化に伴う活動団体や担い手の減少が懸念されるため、協働先の拡大や定着

が求められる。また、活動に参加していない地域住民や来訪者への活動の周知、民間企業

の活動呼び込みが求められる。 

＜環境推進会議の意見＞ 

 多くの里山で活動が行われており、環境学習の場所としても活用している。 

里山や里山風景を保存している公園などで、管理の度合いが異なるため適正な管理に力

を入れてほしい。また、アドプト活動では、団体への用具の支給のみでなく、イベントや

講座を実施する際のＰＲ支援などが望まれる。 
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第２節 生ごみ資源化促進プロジェクト 

 「循環型都市八王子」の実現には、一層のごみの減量・資源化が重要です。生ごみの減量・資源

化のため、地域の特性に応じた生ごみの地域循環を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        令和５年度実績 

評価指標 

ダンボールコンポスト講習会（参加者５１６人 前年比２０６人増） 

コンポスター講習会（参加者１７人 前年比５人増） 

生ごみ減量化処理機器等の購入費補助個数（１,１１３個 前年比９個増） 

＜庁内環境調整委員会での総括評価と今後の展開＞ 

 令和５年５月から新型コロナウイルス感染症が５類に位置付けられたことから、例年より

講習会の開催回数を増やし受講者の募集を促したところ、参加人数の増加につながった。 

 今後は、地域特性に応じた取組みを進めるため、環境学習室「エコひろば」と連携し、講

習会受講者の募集や生ごみリサイクルリーダーの養成に力を入れる。また、各講習会以外に

も出前講座や校内活用授業を活用して、ダンボールコンポストを継続して利用してもらえる

ように周知啓発を行う。 

＜環境推進会議の意見＞ 

 地域で簡単に取り組めるダンボールコンポストは、生ごみを資源化する大事なツールのひ

とつであるが、取り組んでいる市民の割合が少ないと思われるため、積極的な周知や当初の

目標に対して現状がどのように進行しているのかを把握し、見直し等を含め取り組むとよ

い。 



62 

第３節 省エネ応援プロジェクト 

 地球温暖化を防止するためには、一人ひとりがＣＯ２排出量の削減に取り組んでいくことが重要

です。家庭や職場、地域などで省エネ知識を高め、簡単で継続的に取り組める省エネ行動を応援し

ます。 

        令和５年度実績 

評価指標 

家庭における省エネ行動の推進 

（八王子市エコアクションポイント制度の会員数１４,６８０人 前年比９,８０７人

増） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜庁内環境調整委員会での総括評価と今後の展開＞ 

 再配達によるＣＯ２排出削減を目的とした置き配バッグ事業により会員数の増加を達成し

た。 

 今後は、会員が本取組へ継続して参加していただけるよう、ナッジ理論の活用など様々な

手法を検討する。 

＜環境推進会議の意見＞ 

置き配バッグ事業を活用して会員数を増加させたことは評価される。地球温暖化防止のた

めには市民の行動が非常に重要になるため、はちエコポイントのアクティブユーザーの把握・

分析などを行い、はちエコポイント制度のより良い見直しにつなげてほしい。 
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第４節 環境教育サポートプロジェクト 

 環境問題を解決していくためには、一人ひとりが問題を認識・理解し、行動することが重要です。

小・中学校における総合的な学習の時間などを活用し、学校での環境教育を支援します。 

        令和５年度実績 

評価指標 

環境教育支援事業（実施２８校、授業を受けた児童・生徒２,４９５人 前年比２

３１人増）  

八王子浅川水辺の楽校（授業を受けた児童・生徒６９７人 前年度比１７４人増） 

八王子市小学校科学教育センター事業（授業を受けた児童・生徒７２人 前年比９

人減） 

自然観察会（参加した児童・生徒４６人 前年比２１人増）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜庁内環境調整委員会での総括評価と今後の展開＞ 

 環境教育支援事業や浅川水辺の楽校の実施により、本市の豊かな自然環境とふれあう子ど

もの増加につなげた。 

 今後は、市民ニーズの把握による講座内容の充実化、学校とのさらなる連携による環境教

育を推進する。また、支援者・協力者の高齢化に伴い人数が減少傾向であるため、新たな支

援者の開拓など支援者・協力者の増加を図る。 

＜環境推進会議の意見＞ 

 小・中学生への環境教育は非常に重要な取組である。環境教育支援事業に参加した児童数

は昨年度より増加したが、支援者不足により実施できなかった事例も発生しており、早急な

人材育成が望まれる。また、様々な所管が環境教育事業を実施しているため、統合的に事業

を進められるとよい。 
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第５節 地域の環境美化プロジェクト 

 まちの美化を進めるためには、モラルやマナーを守り、都市の美観を保持することが重要です。 

市民・事業者が、清潔できれいな地域の環境づくりに取り組めるよう支援します。 

        令和５年度実績 

評価指標 

道路アドプト制度（活動団体６２団体 前年比１団体減） 

公園アドプト制度（活動団体２６２団体 前年比９団体増） 

水辺の水護り制度（活動団体３７団体 前年比１団体減） 

小田野中央公園の維持管理（活動参加者延べ７５９人 前年比１１人増） 

違反屋外広告物除去活動（活動参加者延べ１３３人 前年比２５人減）  

地域モデル花壇支援事業（支援団体５団体 増減０） 

コミュニティ花壇創出事業（支援団体３団体 前年比１団体増）  

駅前花づくり事業（活動参加者４６人 前年比８人減） 

戸吹清掃美化委員会（参加者延べ１９２人 前年比増減０） 

慰霊塔清掃（活動参加者数１３９人 前年比２１人減） 

老人ホーム跡地美化（活動参加者延べ６５３人 前年比９２人増） 

みんなの町・川と町の清掃デー（活動参加者１９,１８５人 前年比４８３人増）  

クリエイトホール植栽ボランティア（活動参加者３８７人 前年比１７０人増）  

北野清掃美化活動・東放射線アイロード花植え（活動参加者延べ１８１人 前年度

比 ３４人減） 

 

 

＜庁内環境調整委員会での総括評価と今後の展開＞ 

 高齢化等に伴う活動終了がある一方で、新規参加などによる活動団体数などの増加が見ら

れた。市民ボランティアの高齢化と新規加入確保が課題であり、今後も継続して幅広い年齢

層の市民や企業への周知を行うほか、介護予防ポイント制度（てくぽ）などのポイント制度

と連携したインセンティブ創出を検討する。 

＜環境推進会議の意見＞ 

 多くの市民ボランティアが、様々なフィールドで美化活動を行っていることは、高く評価

される。市は、今後も地域の環境づくりに取り組めるよう支援し、ボランティアの力を活か

していくことが重要である。 
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第５章 地域の行動 

 

第１節 環境市民会議の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内を６つの地区に分け、その地区の環境が良くなるよう自ら活動する団体です。市内在住・在

勤・在学の方であればどなたでも参加できます。 

環境保全の取組は、一人ひとりの行動が最も重要ですが、その地区の取組の推進力となるのが環

境市民会議です。地区内の町会・自治会や事業者、あるいは各種団体との連携を図りながら活動し

ています。 

環境基本計画では、地区ごとにめざす環境の姿を定めるとともに、地区の環境の現況・課題を整

理し、その解決に向けた主な取組などを「地域の行動」として示しています。 

この地域の行動は、環境市民会議によって策定されたものです。 

 

環境市民会議とは？ 

 地域の環境を保全し、回復させるには、市の環境施策を推進するとともに、市民・事業者の自発

的な環境保全活動が不可欠となってきます。 

 ここでは、環境市民会議が各地区においてそれぞれ調査した環境の現状と、一年間の活動や取組

を報告します。 

皆さんが住んでいる地区の身近な環境について、「知る、考える、行動する」きっかけとなれば幸

いです。 
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■ 中央地区の主な取組 

１ 地球温暖化防止のための省エネ生活の推進 

地球温暖化防止活動推進員として家庭グループの打ち合わせ

を３回開催し、延べ２２名が参加しました。 

  １２月の温暖化防止月間では、家庭の省エネ講座を２回企画 

しました。また、学童保育所にて、写真や紙芝居、クイズなど 

で地球温暖化防止の大切さについて楽しく学べる出前講座を 

１４回開催し、延べ４１０名の児童と４８名の職員が参加しま 

した。地球温暖化を自分事ととらえ、出来る事から始める大切さ、 

ゼロカーボンシティ宣言を児童から家庭・学校・地域に広めて 

市民に理解してもらう活動を継続しています。 

 

２ ごみの分別徹底とリサイクルの推進 

中野・台町・子安市民センターまつり・いちょう祭りに参加し、 

海洋プラスチック問題の対策として、クイズを交えながら、 

プラスチックを使わない生活への転換をアピールしました。 

３ 河川の清掃活動 

中野橋周辺の川口川・浅川で清掃活動を５回実施し、合計 

４４名が参加、可燃ごみ４０袋、不燃ごみ１１袋を回収しまし 

た。自然環境保全プロジェクトはポイ捨てごみ回収を４回実施 

し、延べ１０名が参加しました。可燃ごみ１３袋、不燃ごみ７ 

袋、ビニール傘や使用済み花火などを回収しました。なかなか 

投棄ゴミは減少しない状況です。 

 

 

 

中 央 地 区 環 境 市 民 会 議 

中央地区環境市民会議が調べた環境の現状 

中央地区は、えきまえテラスの完成や八王子駅南口集いの拠点の整備開始、また各地域におけ

るマンション建設の進行により変化しつつあります。中央を流れる浅川周辺は災害時でも安心し

て過ごせるよう整備され、市民の散歩、憩いの場となっています。その浅川において定期的にご

み拾いや生物の調査、水質検査等を実施することで、皆が気持ち良く過ごすことができ、景観を

保つ努力をしています。しかし、人目に付きづらい箇所は、不法投棄やごみが残されている状況

ですが、小学生向けの川の学習や自然観察会等を通し、誇れるまちにしていく活動を継続します。 

家庭グループの打合せ 

学童保育所での出前講座 

中野市民センター七夕まつりでの活動 
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４ 河川の巡回観察・調査活動の推進 

 河川巡回と課題別巡回を２３回実施、延べ３０名が参加し 

ました（浅川１４回、南浅川３回、山田川３回、川口川３回）。 

前年に続き川口川のごみ問題は大きな課題です。 

 河川調査は身近な水環境の全国一斉調査、水生生物調査、 

水質と水生生物調査、湧水集水溜り調査を全１４回実施、 

延べ４４名が参加しました。種の単純化傾向がみられ、生物 

多様性の保全が重要な課題となっています。 

 

５ 環境教育・環境学習などの推進 

 エコひろばの環境教育支援事業「川の学習」は体験学習と 

課題別学習で、地区内小学校７校（第一小、第二小、第四小、 

第五小、第九小、第十小、大和田小）と地区外小学校３校に 

対して、合計１８回支援し、延べ５４名が参加しました。 

応援受け入れは延べ４２名でした。加えて学習様子のパネル 

７校分を作成しました。川の学習サポーター養成講座は実行 

委員会を含め１５回延べ２７名が支援に参加しました。 

 八王子浅川水辺の楽校運営協議会主催の「ウグイの放流」 

に２回２名、「ガサガサ探検隊」に４名が支援参加し、グルー 

プリーダー養成研修会とガサガサ体験教育プログラムにも延 

べ４名が参加しました。 

 「はちおうじ環境だより」への投稿は、調査巡回の結果紹

介と共に、動画では野鳥を中心に継続しています。 

 

６ まちのみどりの保全 

学校で緑に親しんでもらう活動として第一小学校、第四小 

 学校の校庭にある樹木に名札付けを実施しました。また、明   

神町なかよし公園の花植え替えを季節に合わせて春、秋に実 

施しました。 

 

７ 大気汚染測定 

大気汚染測定運動東京連絡会主催の全都一斉測定運動に参 

加し、６月と１２月に二酸化窒素濃度の定点調査を実施しま 

した。居住区域３ヶ所の測定結果が、環境基準以下で安定し 

ていることを確認しました。 

 

■ 特色のある取組 

自然体験講座では、市街地の豊かな自然を紹介する内容で１０月と３月に開催し、合計で３６名

が参加しました。 

河川清掃活動 

大和田小学校 川の体験学習 

浅川鶴巻橋周辺の調査 

自然体験講座の様子 
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■ 北部地区の主な取組 

１ 谷地川の調査と清掃活動 

市の川の清掃デーと合わせて、地元自治会と協働して町 

内の環境パトロールと清掃活動を行いました。手入れが十 

分に行われていない部分では、住民の生活道路としても多 

用される河川沿いの道路にアメリカオニアザミ、オオキン

ケイギクやワルナスビなどの外来生物が繁殖域を拡大して

いるのが見受けられるため、適宜駆除を行いました。 

 

２ 緑地保全活動 

 地区内の環境活動団体と協働して都の緑地保全地域 

（３か所）、市の緑地（３か所）等の保全・整備活動を実施 

しました。また、大谷緑地保全地域で５地区目の二巡目と 

なる皆伐を行いました。 

 

３ 環境教育・環境学習などの推進 

宇津木台小学校の児童に、多摩川で自然を学ぶ授業の支 

援を計画しましたが、天候に恵まれず、今年は実施できま 

せんでした。児童の皆さんが楽しみにしているものなので、

来年度は是非実施したいと考えています。また、市内の他

団体と協働して、大和田小学校、第八小学校を対象に、里

山林の意義と活用の仕方を学ぶ活動を実施し、楽しみなが

ら自然を体験し学ぶ場を提供しました。 

北 部 地 区 環 境 市 民 会 議 

 

北部地区環境市民会議が調べた環境の現状 

 地区の東エリアは住宅地が広がっており、中には保全緑地として昔からの緑が保存されて

いる箇所も見られます。西エリアは南・北加住丘陵に代表される豊かな緑が残っていますが、

手入れが行われていない樹林地も存在しています。地区の中央には谷地川が流れ、上流では

昔からの自然護岸が残っています。しかし上流の水質が悪く、改善していく必要があります。 

 また、中央エリアは国道１６号・２０号、１６号バイパス、新滝山街道のほか、中央自動

車道八王子ＩＣも近く、交通の要衝となっています。このことから、大気汚染の状況にも注

視しています。近年は、濃度が改善傾向にありますが、１６号バイパスの一部ではまだ数値

が高い地点が見られます。 

 その他にも、人目に付きにくい場所へのごみの不法投棄対策や環境保全意識の啓発、地区

の貴重な自然・文化・歴史を知る機会の提供など、さまざまな分野でＩＴツールを活用した

対応を行っていく必要があります。 

清掃活動 

谷地川旧河川のアメリカオニアザミ 
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東京グリーンキャンパスプログラムに参加し、東京都立大学の学生を対象に、緑地保全の基本や

様々な保全活動を紹介し実践しました。また、東京グリーンシップアクションでは、企業の皆さん

を対象に、緑地保全の体験を通して、環境問題や緑の保全の重要性を理解してもらうプログラムを

実施しました。 

 

４ 大気汚染測定 

 都内一斉調査日に、地区内の幹線道路、その他の道路、

道路に面さない場所等を対象に、二酸化窒素濃度の定点

調査を年２回（６月、１２月）実施しています。担当者

８名で、４５地点（うち１７地点は平成１６年環境市民

会議発足当初から継続して測定）を測定しました。各調

査地点の濃度は減少傾向にありますが、幹線道路沿いで

は高めの数値が観測されているため、今後も定点測定を

継続していきます。 

 

５ 地域との協働活動の推進 

 環境市民会議を知ってもらうため、石川・加住市民セ

ンターで市民会議活動パネル展示と入会勧誘を行いまし

た。環境フェスティバルでは、活動内容の紹介パネル展

示、花苗の配布、谷地川の生物展示、身近な道端の花を

使った押し花のしおり作成・配布などを行いました。 

また、駆除を呼び掛けている生態系被害防止外来種の「ア

メリカオニアザミ」を展示し、身の周りに危険な存在が

あることを知らせて、駆除の必要性を理解していただき

ました。会場に大型ディスプレイを設置し活動内容を映像化したものを流しました。来場された方

に環境市民活動への参加の動機付けとなることを期待します。 

 

■ 特色のある取組 

（１）自然体験講座 

 秋季に滝山城跡の自然と歴史を紹介する講座を、春季に滝山自然公園と高月の田園を散策する講

座を開催しました。 

（２）活動の発信  

広く活動内容を知ってもらうため、動画の配信を行いました。また、動画の二次元コードを印刷

したカードを作成し、配布しました。パンフレットだけではなく、動画により手軽かつ効果的に理

解の促進を図りました。今後も、デジタルツールを活用した取組を推進していく必要があると考え

ています。 

 

大気汚染測定の交差点 

市民センターでのパネル展示 

活動の紹介 
アメリカオニアザミ 

の駆除 自然体験講座 



70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 西部地区の主な取組 

１ 稲作体験授業支援 

棚田がある上川の里では、上川口小学校が食育や地域

に根ざした教育の一環として位置づけている稲作体験授

業を支援しています。支援は令和５年度で７年目になり

ます。ＰＴＡ、学校運営協議会、地元のＮＰＯなどと協

力し、代かき、田植え、稲刈り、ハザかけ、脱穀、精米

を経て学校給食として活用されています。 

 

２  親子里山探検隊ｉｎ上川の里 

年２回、春と夏に開催される親子里山探検隊は、毎年

応募者が多く人気の講座です。 

春にはシュンラン、キンランを始め、ツルアリドオシ

やウグイスカグラなど多くの植物が観察できます。両生

類では、春一番にヤマアカガエル、ニホンアカガエルが

ビオトープ（命が生まれる場所）に産卵し始めます。 

初夏にはゲンジボタル、ヘイケボタルが飛び始めます。 

 

３ 環境フェスティバル 

ＳＤＧｓ目標 ⑬「気候変動」⑮「陸の豊かさを守ろう」

をテーマに、生物多様性に関連した写真をパネルで展示

しました。森をはぐくむキノコの写真や、生態系内での

食べる食べられるを示した食物連鎖などの写真を展示し

ました。 

  気候変動に関して学校稲作体験授業の水田が初めて水 

枯しました。 

多摩川の水生生物調査の様子 
西 部 地 区 環 境 市 民 会 議 

西部地区環境市民会議が調べた環境の現状 

 西部地区は、西側から市街地に向かっていくつかの丘陵と北浅川や川口川が流れ、今熊山、

金剛ノ滝、天合峰があり自然に恵まれた地域と言えます。これらの自然を守るため、大気汚

染測定、川の水質調査、里山保全活動を行った結果、さまざまな生物が戻りつつあります。 

当地区では「八王子市みどりの基本計画」に則り、八王子市景観１００選に選ばれた「上

川の里特別緑地保全地区」を環境教育の場として活用し、学習資料も兼ねたマップ作成も進

めています。この里山は、四季折々の花が楽しめ、６月にはホタルが飛び交い、秋には棚田

が黄金に輝き癒やされる場所です。 

 

れる場所です。 

 

 

稲作体験授業支援 

親子里山体験ｉｎ上川の里 

環境フェスティバル 



71 

 

４ 河川・湧水の水質調査 

川の水質調査は、毎年６月に行われる水環境の全国一斉調査を含む年２回、１３地点で測定して

おり、令和５年度も継続しました。また、湧水の調査は８月に行いました。 

 

５ 大気汚染測定 

高尾街道、陣馬街道の主要道路付近を中心とした地点で、年２回大気測定を行いました。なお、

測定値は基準値内に収まっており、おおむね安定しています。 

 

６ 環境教育支援事業の実施 

小学校の総合学習の一部として行われる、八王子の

自然を体験する「川の学習」と「みどりの学習」を支

援しています。 

「川の学習」では、体験学習６校と、魚・水生生物・

植物・石や鳥といった、児童が興味を持ったテーマに

特化して学習する課題別学習を２校で実施しました。 

「みどりの学習」では、上川の里で、生物多様性を

学ぶ座学や、生物や植物の調査を行いました。 

 

７  自然体験講座 

地区内の自然、史跡を巡る講座を７月と１１月に行

いました。 

夏には高尾の森自然学校で昆虫採集や野鳥観察を行

いました。秋には紅葉の元八王子を散策しました。 

 

８ 公園アドプト制度 

令和２年度から公園課の公園アドプト制度に登録し、

草が繫茂する時期、枯葉の落ちる時期など適時にあら

い公園の清掃活動に取り組んでいます。 

 

９ 川のクリーン活動 

大沢川と城山川のクリーン活動を年２回行いました。川の景観の維持のため、継続して取り組ん

でいきます。 

 

■ 特色のある取組 

弐分方小学校の４年生を対象に行われる環境教育おいて、生ごみの減量や、堆肥として生ごみを

再利用することなどを通じて、ごみ減量の意識を向上させるための学習支援を行っています。 

ダンボールコンポストを活用した堆肥作りを行い、児童の作業後にメンテナンスを担当しました。

弐分方小学校支援は１１年目となりました。作られた堆肥は、学校での野菜作りや花壇作りに活用

されています。 

みどりの学習 

自然体験講座 
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■ 西南部地区の主な取組 

１ 高尾山の環境保全活動 

高尾山の多様な動植物や固有の生態系の変化を記録するため、観察やパトロールを年４回実施し

ました。高尾山レンジャーと連携し、情報共有しました。 

令和４年度に引き続き、高尾サポートレンジャーと協働で小仏川の野草園付近の遊歩道の整備を

行いました。また、以前から提案していた、高尾山への観光客の一極集中を緩和させるための案内

板設置については、関係団体や行政の協力のもと取組を進めています。 

 

２ 地域の宝の掘り起し 

自然体験講座「湯殿川とその周辺の歴史散策」を１０月に開催 

し、１５名が参加しました。高尾駅南口をスタートし、医療セン 

ターを経由し、上館公園、親水緑地(蛍飛翔)、御霊神社、浄泉寺、 

龍見寺、和合橋緑地や旧河川跡、椚田遺跡公園を散策しました。 

龍見寺では、都重要文化財の大日如来像を拝観しました。 

 

３ 里山の保全活動  

９月に自然体験講座「里山探検隊」を館町緑地保全地域で開催  

 しました。子どもを含む２０名が参加しました。３月には自然体 

 験講座「早春の野草観察会（スプリングエフェメラル）」を小仏川  

 遊歩道で開催し、２０名が参加しました。 

 

４ 親しみのある水辺環境の構築 

（１）河川の水質調査(全国一斉調査) 

   ６月に当地区の一級河川及びその支流２１か所の水質測定を行いました。台風２号の梅雨前線

刺激の大雨から、予定の３日後に実施しました。ＣＯＤの平均値は０．９ｍｇ/Ｌとなり、昨年に

比べ０．６ｍｇ/Ｌプラスでした。 

（２）湯殿川・南浅川の清掃活動 

   ５月に湯殿川を「みんなのまちの清掃デー」に登録、延べ１３名が参加し、可燃・不燃ごみ１

２袋と粗大ごみを収集しました。また、３月には近隣４町会（原、原宿、新地、長房）と協力し、

総勢２４名で南浅川の川床・遊歩道を清掃し、可燃・不燃ごみ１１袋と粗大ごみを収集しました。 

多摩川の水生生物調査の様子 

西 南 部 地 区 環 境 市 民 会 議 

 

西南部地区環境市民会議が調べた環境の現状 

高尾山は年間３００万人が訪れる、豊かな自然や史跡などの宝庫です。当地区では、自然観察や

環境パトロールを行い、植生・生きもの・景観・周辺の案内板などの変化を記録するとともに、保

全関係者と情報交換の機会を作り、意義のある調査活動をめざしています。 

湯殿川では、水辺環境の改善によって多様な水生生物が見られるようになり、蛍の生息域は年々

広がっています。しかし、粗大ごみやプラスチックごみが多いため、地域と協力して川の清掃に取

り組んでいます。一方、南浅川では、近隣の町会と協働で川床のごみ拾いなどを行い、水辺環境の

改善に努めています。川の生きもの調査をスタートして３年目、南浅川は異常気象の影響で瀬切れ

が近年続いており、川の生態系にどのような影響を及ぼしているか定点的に調査を行っています。 

自然体験講座（広園寺） 

自然体験講座（里山探検隊） 

国史跡 椚田遺跡公園 
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（３）湯殿川の水辺環境調査 

   湯殿川の上流端から白旗橋まで、約１か月間蛍の飛翔調査をしました。６月上旬がピークとな 

  り、調査区域全域に出現するようになりました。 

（４）川の生きもの調査 

南浅川（年３回）と湯殿川（年２回）で定点調査を行い、生

態系の変化や天候との関わりなどを分析し、その結果を、イベ

ントなどを通じて広く市民に紹介しました。 

 

５ 生活環境保全 

(１）大気汚染ＮＯ２調査 

   ６月と１２月に測定点２５か所を８名で計測しました。６月測定値は、基準値０．０４ｐｐｍ 

  に対し、０．０１２ｐｐｍ、１２月は０．０１６ｐｐｍで、２回の測定値は安定していました。 

（２）不法投棄パトロール 

   ３月に殿入中央公園周辺（公園内、埋立地、峠奥通路）で 

  実施し、１０名が参加しました。本年は埋立地の大型ごみが 

ありませんでした。新たに幼稚園前の殿入川内のごみの除去 

に取組み、併せてごみの収集量は可燃・不燃ごみ４５Ｌ９袋、 

２０Ｌ２袋でした。 

 

６ 環境教育支援 

川の学習支援校は、緑が丘小、椚田小、横山第一小、横山第

二小、長房小、東浅川小、浅川小、みどりの学習支援校は浅川

小学校で、合計で８校に１４回支援を行い、支援者延べ６３名

が参加しました。川の学習を重ねることにより、生徒が自主的

に河川のごみ拾いを行い分別するなど、周辺の環境整備に関心

を持ち、ＳＤＧｓへの関心が高まるなど、支援成果が出てきま

した。 

 

７ 地域の環境活動との連携 

いちょう祭りではクリーンな祭りを実現するため、いちょう 

祭り実行委員として当地区も参加しました。新型コロナウイル 

スが５類に移行されたことから、例年に近い規模で開催されま 

した。 

  高校生を中心とした学生を対象に、ごみ分別の講座を開くな 

 ど事前に啓発活動を行い、活動は延べ４日間２３名参加しまし

た。 

  開催日の２日間は８ケ所のごみ集積所で桑志高校生及び国際 

 ボランティア学生協会（ＩＶＵＳＡ）と対応しました。 

 

■ 特色のある取組 

 西南部地区３つの市民センター祭りに、西南部地区として環境市民会議の啓発活動を行いました。 

５月の長房ふれあい端午まつりでは、パネル展示と水槽展示による南浅川の川魚や水生昆虫などの

生きもの展示を行いました。１０月の横山市民センター祭りや１１月に開催された浅川市民センタ

ー「秋の文化展」ではパネル展示を行い、積極的に環境市民会議の活動などの紹介を行いました。 

南浅川の生きもの調査 

川の学習（南浅川） 

いちょう祭り ごみ分別活動 

不法投棄パトロール 
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■ 東南部地区の主な取組 

１ 駅周辺のきれいさ評価や清掃活動 

 ９月と３月の年２回、ＪＲ片倉駅、八王子みなみ野駅、京王線の長沼駅、北野駅、片倉駅、山田

駅の周辺を清掃し、ごみの種類と数を集計する「きれいさ評価」を行いました。ごみの数は減少傾

向ですが、町の人口が増えている八王子みなみ野駅周辺では増加の傾向が見られます。中でも植え

込みにはケイタリングのプラスチック製品やたばこの吸い殻が目立ちました。 

 また、１１月には市、ＪＴ(日本たばこ産業(株))と連携して「喫煙マナーアップキャンペーン」

を行いました。喫煙場所が少なくなった影響か、歩きたばこが目立ち、吸い殻が歩道などに増えて

います。 

さらには公園アドプト制度を活用し、毎月第２土曜日に大塚山公園の清掃を行いました。大塚山

公園は多摩丘陵の最高地点にあります。絹の道に隣接しており、地域住民のラジオ体操の場や散策

コースとしても活用されています。 

 

２ 河川の水質調査と大気汚染調査 

 ６月の全国一斉水質調査で、浅川、湯殿川、兵衛川、山田川、寺田川の１４地点の調査を行いま

した。ＣＯＤ値は１～３ｍｇ／Ｌで、ここ数年、数値は安定しています。河川周辺ではごみのポイ

捨てが多くみられました。清掃活動とともに啓発活動を行う必要があります。 

 大気汚染調査は年２回、６月と１２月に９か所で行いました。 

 

３ 自然エネルギーや節電・省エネの出前講座 

  ８月と１２月、「クールセンター八王子」と共催でソーラークッキングを実施しました。恒例の

親子講座で参加が多いことから、今回は２回実施しました。太陽光を集める装置を工作し、どれく

らいのエネルギーができるか実験しました。天候と時間の影響で集熱した温度の上昇が確認できた

東 南 部 地 区 環 境 市 民 会 議 

 

東南部地区環境市民会議が調べた環境の現状 

数年前から発生し始めたナラ枯れの被害は深緑の中に枯れ木が点在し、強風で落枝や倒

木の危険があります。この現象は長い間、手入れされなくなった里山の各所で見られ継続

的な山の手入れの必要性を感じます。また、雑木林に竹が侵入して里山としての維持が難

しくなっています。手入れをする担い手が不足し、みどりの減少とともに深刻な問題です。     

令和５年度の河川の状況は浅川、湯殿川、兵衛川、山田川、寺田川の１４地点で行った

水質調査によると、ＣＯＤ値は１～３ｍｇ／Ｌを示しています。しかし、橋の下や河川に

降りられる場所ではごみのポイ捨てが多くモラルの悪さを感じます。その中にはプラスチ

ックごみが多く、川から海へと流れ、マイクロプラスティック問題となっています。人が

したことが魚だけでなく、水鳥や人間にも害を及ぼすのです。 

大気汚染調査は年２回、地区内９か所を継続して行っていますが、昨年より良い傾向に

なっています。 
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程度でしたが、時間をかければ調理も可能となります。災害などで電気が使用できない状況でも使

用できる身近な自然エネルギーの力を子どもたちに伝えることができました。 

 

４ 川の学習・みどりの学習の環境学習の支援 

５月、由井第三小４年生の学習は湯殿川の舟橋の下で行い、子どもたちは川に魚が多い事に驚い

ていました。また、９月には課題別(植物、野鳥、水質、水生生物)の学習も行いました。 

６月、由井第二小３年生、４年生の学習は片倉城跡公園でみどりの学習を課題別に行いました。

初めての試みでしたが、学校から近いところで植物や野鳥だけではなく、歴史の学習もしました。 

１月、七国小５年生がみどりの学習として、宇津貫緑地で落ち葉掃きの体験をしました。「宇津貫

みどりの会」と協力し、雑木林の成り立ちや山の手入れの必要性、ナラ枯れの現状、集めた落ち葉

が微生物によって分解され、堆肥になることを子どもたちに伝えることができました。 

 

５ 地域の自然・自然体験講座と勉強会 

 自然体験講座は、５月「春の花を求めて公園巡り」片倉城跡公園～つどいの森公園～みなみ野丘

公園～みなみ野駅までを歩き、様々な花の観察ができました。令和４年度に作成した花巡りのパン

フレットを基に説明をしました。参加者にも好評で、地域にこのようなフィールドがあり、身近な

ところで自然の豊かさを実感できたとの声がありました。 

 ６月「竹切と竹細工をしよう」は宇津貫緑地で親子体 

験型の初めての試みでしたが、雨のため屋内での作業と 

なりました。竹を活かした竹箒、竹笛、水鉄砲などの作 

品ができ上がりました。 

２月「湯殿川探鳥会」は雨のため、中止となりました。 

１２月には、会員の親睦も兼ねた学習会を八王子市堀 

之内の東京薬科大植物園で実施しました。 

 

■ 特色のある取組 

宇津貫緑地の竹林の整備を継続して行っています。 

令和５年度は、６月に新竹の整備を行い、１月に古竹 

の伐採を中心に整備を行いました。手入れを始めた当 

初は竹林の中に入れないほど荒れていましたが、整備 

を始めて約４年が経ち、竹林として健全な状態になり 

つつあります。竹林は手を入れなければ、良好な林に 

はなりません。竹林整備の横断幕を設置して、散歩な 

どで通る市民へ啓発活動も行っています。一般市民の 

参加もあり、竹林整備の広がりを強く感じます。中に 

は樽のタガに使用する竹が欲しいとのことで本事業に 

参加した人もいます。 

竹林を整備するだけではなく、竹林を活かすために竹の効用や竹細工を伝えていくことを、こ 

 れからも継続して行います。 

自然体験講座「竹切と竹細工をしよう」 

整備後の竹林と横断幕 
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■ 東部地区の主な取組 

１ 里山保全活動の推進 

当地区では、長池公園や堀之内里山保全地域などで、里山・谷戸の保全活動を実施しています。 

長池公園では、長池里山クラブが主体となり毎月第２土曜日を中心に月例行事を実施しており、

当地区も協力しました。主な活動は、炭焼き（４月）、田植え（６月）、稲刈り（１０月）、収穫祭で

の餅つき（１２月）、正月のどんど焼き、炭焼き（２月）、椎茸、ナメコの駒打ちです。さらに、民

間企業の環境活動の一環である植樹の取組を、継続的に支援しています。 

堀之内里山保全地域では、里山農業クラブ・ユギ里山保全チーム・多摩丘陵の自然を守る会・ゆ

ぎのらで構成される堀之内里山管理協議会が、耕作が放

棄されて荒廃した谷戸源頭部の、アズマネザサやアオナ

リヒラタケの伐採を行い、里山の保全整備を推進してい

ます。年間を通して「里山農業クラブ」と「ゆぎのら」

による「里山学校」に協力しました。 

また、自然体験講座を開催しています。春と秋の多摩

丘陵の自然を知ってもらうため、令和５年度は４月と 

１０月に、樹木や草花を学習しながら歩く自然観察会を 

開催しました。 

 

２ 花壇の維持・管理 

当地区では、南大沢駅前のペデストリアンデッキに設置された大型花檀２２基の維持・管理を支

援しています。これは、市のアドプト制度を活用したボランティア活動として、南大沢みどりのサ

ポーターの会が毎月実施しているものです。令和５年度は、毎月２回の定例活動に加え、６月に夏

苗の植付け、７月中旬から８月にかけては夏の水やりを実施しました。その他、花の植替えや苗の

東部地区環境市民会議が調べた環境の現状 

東部（旧由木村）地区の北側は多摩丘陵が東西に走り、南側は多摩ニュータウンとして、

それぞれにみどりの景観が形成されています。昭和５７年に「南陽台の自然を守る会(現：

多摩丘綾の自然を守る会) 」が発足して以来、およそ４０年に渡り、多くの住民の努力に

よって、多摩ニュータウン・由木の里山保全活動が続けられてきました。清浄な空気や水

の供給源である、みどり連なる多摩丘陵の里山を維持することで、人の生活と多様な生き

ものの生活環境を守ることができます。環境省が指定する重要里地里山５００のうち２か

所が当地区にあり（都内では８か所）、別所にある長池公園（面積９．８ｈａ）、堀之内に

ある堀之内寺沢里山公園（面積５．２ｈａ）が整備されています。  

また、同じく堀之内にある宮嶽谷戸は、都から市に管理が移管されたことに伴い設置さ

れた宮嶽池検討会（当会より委員を２名選出）で、保全の計画案作りに参加しています。 

里山農業クラブ・八王子由木メカイの会を中心に活動してきたメカイ作りが令和５年３

月に都の無形文化財に指定され、大きな励みとなりました。 

東 部 地 区 環 境 市 民 会 議 

整備の完了した宮嶽池 
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手入れ作業も計画通り実施しました。 

 

３ 環境教育支援事業の推進 

例年行っている川の学習については、本年度は地区内 

の２小学校で６月と７月に実施しました。また、 秋葉台 

小学校５年生の田んぼの学習を５月から１１月に全５回、 

長池公園の田んぼで実施しました。カイコ・シルクに関 

する学習も３校で５月から１１月に支援しました。 

 

４ 大気汚染測定と水質調査 

大気汚染測定と河川の水質調査を実施しています。  

大気汚染測定については、毎年６月と１２月に大気汚染測定運動東京連絡会が主催する全都一斉

測定に参加し、令和５年度は６か所の居住区域で実施しました。 

水質調査については、６月の「水環境の全国一斉調査」に参加し、大栗川・大田川などの計９か

所で河川の水質(ＣＯＤ)を調査しました。橋の上などから採水する際は、自作の表層水採水具を使

用し、水深の浅い箇所でも底泥が混入することなく採水することができました。 

昨年度から開始した、大腸菌の定点測定を大栗川等の数か所で実施しました。 

 

５ 豊かな自然環境への市民の親しみ向上 

西緑地科学クラブとの共催でイベントを開催しました。長池公園自然館では、７月に里山の池の

小さな生物観察、８月に初音笛作り、１１月に竹とんぼつくりを、生涯学習センター南大沢では、

９月に由木の自然・水の中で生きる多様な生物をテーマに講座を開催し、市民が里川の豊かさへの関

心をもつ機会を提供しました。  

また、これまでに刊行した由木地区自然観察路マップ・樹木マップ・みどりの道マップに加え、

写真絵葉書１０種（クチナシグサ、フデリンドウなど）に加え、クリア・ファイル（ルリビタキ）

や「由木地区の里山と自然」、「宮嶽谷戸 堀之内地区の里地里山」のチラシを作成し、各種イベント

等で配布しました。 

 

■ 特色のある取組 

当地区のウェブサイト（https://sites.google.com/view/yugi-kankyo-shiminkaigi/）を開設し、

由木地区自然観察路マップ・樹木マップ・みどりの道マップのほか、由木地区里山の植物や野鳥な

ど様々な生物を紹介したり、日頃の活動の成果を掲載しているほか、市民活動支援センターが運営

する「はちコミねっと」にも当地区の情報を掲載しています。 

また、定例会では学習会を開催しました。４月に「水田域に暮らす湿地帯生物とその保全」、５月

に「大栗川における糞便性大腸菌群と大腸菌数の調査結果」、６月に「南多摩のメカイ製作技術」に

ついて、７月に「八王子の川の中の生態系と生物多様性」、９月に「八王子市館町池の沢緑地から見

た里山保全をめぐる問題」、１２月に「地球温暖化防止の教育指導案つくり」をテーマに行い、環境

問題の情報共有に役立てました。 

みんなで楽しんだ代掻き 

https://sites.google.com/view/yugi-kankyo-shiminkaigi/
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令和５年度における環境市民会議各地区の活動実績に基づき、地区の活動実績をその地区で総括的

に評価したものと、その評価に対する環境推進会議での意見を掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜中央地区環境市民会議での総括評価＞ 

先輩たちからの取り組みである大気汚染測定は継続し、環境基準以下で推移している。同じく、

水質検査も継続し、水生生物等の定期調査にも取り組み、活動の幅を広げ、他団体にも報告をして

いる。 

地道な温暖化防止等の取り組みにより市民の認識も変化しつつあると感じる。地域・他地域・団

体等とも協力した活動ができ、市民会議が認識されてきたと思う。 

Ｆａｃｅｂｏｏｋ「はちおうじ環境だより」の評価数も増えており、生物多様性等の関心を高め

る一翼を担っていると思う。 

＜環境推進会議の意見＞ 

年間を通じた河川での生物調査や地球温暖化防止活動など、会員の専門性を活かした活動を展開

している。特に、地域のイベントに積極的に参加して、地球温暖化やプラスチック問題に取り組ん

でいる点が素晴らしい。ＳＮＳを活用した情報発信を継続的に行っているため、引き続き情報の発

信に努め、市民の意識啓発につなげてほしい。 

＜北部地区環境市民会議での総括評価＞ 

 コロナ禍からの制限緩和や世代交代が徐々に進み、過去の資産を充分に引き継げない困難な中で

の活動となったが、例年に近い活動ができた。依然として少人数の活動ながら、過去の経過も知ら

ない世代に移行しつつあり、大型モニターやＱＲコードなどのツールを使った活動も進められた。   

地域の市民活動に密着した取り組みなどを進めて、効率のよい活動にしていく必要もあるのでは

ないか。 

＜環境推進会議の意見＞ 

他団体と連携しながら、企業や学生の方に緑地保全活動の機会を提供するなど、みどりに親しむ

人の増加に貢献している。また、ＱＲコードを活用した情報発信は市民の意識向上に役立つものと

考えられる。外来種駆除活動は、地域住民を巻き込んで展開しており、活動の成果が出ている点が

評価できる。この成功事例について積極的に発信していってほしい。 

＜西部地区環境市民会議での総括評価＞ 

年間の取組項目は概ね実施することができた。 

学習支援をはじめ、支援活動にあたっては特に天候(暑さ、雨)に充分気をつけることを心掛けて

行い、各活動は無事に行われた。                                                                                                                                                                                                                                                                               

＜環境推進会議の意見＞ 

川の学習、みどりの学習、ダンボールコンポスト学習支援など環境教育支援を積極的に実施して

いる。児童への貴重な環境教育の機会であり、素晴らしい活動である。また、市が保全を進めてい

る「上川の里」を活用した田植えや里山探検隊など、子どもが里山を感じる機会を提供している点

が評価されるため、今後も「上川の里」の活用を進めてほしい。 

地 域 の 行 動 評 価 一 覧 
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＜東南部地区環境市民会議での総括評価＞ 

 竹林の整備の活動は年２回、実施したが、竹の侵食が激しく、次年度は年３回にする計画である。

一般市民の参加もあり、定着してきたと思われる。 

自然体験講座、ソーラークッキングなどで次世代を担う子どもたちの参加を促したい。 

＜環境推進会議の意見＞ 

地域住民と協働した竹林整備やソーラークッキングの活動が市民に定着し広がっていることは、

継続した活動の成果であり、高く評価できる。また、河川の生物調査を実施していることが素晴ら

しく、地域のイベントへの積極的な参加により市民の周知に貢献しているため、引き続き意欲的に

活動を継続してほしい。 

＜東部地区環境市民会議での総括評価＞ 

 大腸菌検査を新たに取り入れ、河川の環境保全に取り組んだ。測定の結果、汚染があることは判

明したが、原因特定にはなお調査が必要と判断した。 

全体的に高齢化が進む中、皆元気に活動継続できたことは評価に値すると思う。活動することを

楽しめるように心掛けていきたい。 

＜環境推進会議の意見＞ 

長池公園や宮嶽谷戸など地域の里山を活用した活動を積極的に展開しており、さらに自然観察な

ど子どもが自然と触れ合う機会を確保している点が高く評価できる。また、メカイ製作技術の実演

を行うなど、地域の文化の発信にも貢献している。引き続き、地域の生物文化多様性を活用した活

動を進めてほしい。 

＜西南部地区環境市民会議での総括評価＞ 

年間活動計画に基づき、各部会とも計画通りの活動が実施できた。 

毎月行われる定例会議（全大会）は出席者数が平均２０名を超え、活発な意見交換の場となって

いる。しかし、会員の高齢化（８０代）が進んでいる。若い世代にどう託せるか大きな転換期に差

し掛かっている。 

＜環境推進会議の意見＞ 

地域を代表する自然環境である高尾山において、環境パトロールやレンジャーとの意見交換、協

働作業など西南部地区特有の地域に根差した活動が高く評価できる。また、河川の生物調査やホタ

ルの飛翔調査など生物多様性の保全につながる活動が素晴らしいため、調査結果について積極的に

情報を発信していってほしい。 
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第２節 環境保全団体等の活動紹介 

 

■特定非営利活動法人エヌピーオー・フュージョン長池 

 

１ 概要 

  １９９９年に創業して以来、地域に根差しながら、「人と自 

 然に寄り添うまちづくり」を進めてきました。長池公園をは  

 じめとした八王子市都市公園の管理運営、八王子市地球温暖 

 化防止活動推進センター（クールセンター）や八王子市北野 

環境学習センター（あったかホール）の運営、地域主体のイ 

ベント運営、地域の子どもたちへの環境教育、多様な生きも 

のに配慮した里山管理や豊かな自然環境の保全などを、地域 

の多様な主体と協力しながら行ってきました。「人もまちもみどりも輝く」そんな多様性豊かな 

地域社会の実現を、これからも目指していきます。 

 

２ 令和５年度の主な活動実績 

（１）自然共生サイトについて 

   環境省では、「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域（ＯＥＣＭ）」に

ついて、「自然共生サイト」として認定する仕組みを令和５年度から開始しました。初年度は、

全国１８４か所（３４０都道府県）で環境大臣認定を行うことが決定し、長池公園が東京都の

都市公園としては唯一、自然共生サイトに認定されまし

た。長池公園のみどりが、都市部において特に重要な生

物多様性的価値を有していることが認められると同時に、

地域の多様な個人や団体と日常的に連携を図りながら里

山生態系の維持、および、生物多様性の保全に努めてき

た点が、審査によって評価されたものです。 

都市部における生物多様性的保全の拠点として、引き

続き多様な活動を展開するとともに、今後は近隣のサイト（南多摩エリア）どうしでの交流や

連携も積極的に進めていきたいと考えています。 

 

（２）生きもの展示室について 

   ２０２３年８月より八王子市北野環境学習センター３   

階に「生きもの展示室」がオープンし、当団体が運営して 

います。八王子市の豊かな自然環境や生物多様性について 

楽しみながら学べる展示室を目指し、浅川をはじめ八王子 

市内に生息する淡水魚やカエル、カメなど両生・爬虫類、 

昆虫類など約６０種以上の生きものを飼育展示しています。   

自然共生サイトに認定された長池公園 

地域主体のイベント「みどりのあそび市」

イベント 

生きもの展示室 

ビオトープづくりイベント 
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観察会やネイチャークラフトなどのミニイベント「Ｏｒｄｉｎａｒｙ Ｐｒｏｇｒａｍ」を 

毎月開催しているほか、展示室のビオトープづくりや敷地内の池の生物調査などのイベントも 

行っています。 

今後もよりいっそう、子供たちや地域の方々にも飼育や展示づくりに関わってもらい、みん 

なで一緒に作り上げる展示室を目指していきたいと思います。 

 

（３）地域協働について 

   長池公園では、地域の様々な主体と連携した取り組みを行っています。中でも特に、公園の 

  自然資源を活用した環境教育に力を入れています。地域に住む小学生とその家族を対象にした 

  登録制ボランティア制度である「パークキッズレンジャー」は、生きもの調査や池清掃、昆虫 

  に関する展示物作成など、親子で公園の仕事を体験しながら環境について学ぶ場となっていま 

  す。また、保育園や公立小学校、特別支援学級の子ども 

  たちを対象にした自然観察プログラムや体験学習を積極 

  的に受け入れています。環境教育を推進することで、身 

  近な自然への関心を高め、環境を大切にする心を育てる 

  だけでなく、自ら考え行動する力が養われます。 

将来を見据えた環境人材の育成は、自然環境の持続可 

能な保全にも大きく貢献するものと考えています。 
パークキッズレンジャー活動の様子 

長池公園自然館 標本などの環境啓発展示 長池公園自然館 子どもたちへの環境教育の様子 

生きもの展示室 生きものふれあい体験 生きもの展示室 生物多様性についての講座 
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■八王子・日野カワセミ会 

１ 概要 

  八王子・日野カワセミ会は、浅川流域及び谷地川、程久保川、大栗川の各流域（八王子市内、 

 日野市内）の野鳥を観察する市民グループで、１９８５年に発足しました。会の目的は野鳥の 

 ウォッチングを楽しむこと、浅川流域等の野鳥の生息状況を調査記録すること、浅川流域等で野 

 鳥が安心して棲める環境作りに協力することにあります。主な活動は、探鳥会の開催、野鳥の分 

 布調査や定期カウント、小中学生等に対する野鳥観察支援、巣箱架け活動等であり、その他、活 

 動成果を記録・公表する会報（かわせみ）の発行（年２回）、年に数回の浅川流域以外の場所へ遠 

 出の探鳥会を開催しています。 

  会員は八王子、日野在住の方中心に２５０名強で、  

 野鳥に興味があり、本会の活動目的に賛同する人は誰 

 でも会員になれます。入会を希望される方は、会のホ 

 ームページをご覧ください。 

 

２ 令和５年度の主な活動実績 

（１）会報かわせみの発行（第７０号、７１号） 

（２）探鳥会の実施状況  

  ①月例探鳥会 ②公開探鳥会 ③遠出探鳥会 ④平日探鳥会 ⑤地元発見探鳥会 

（３）野鳥定期カウント  

  浅川、小宮公園、高尾山等２１コースで毎月１回、野鳥のカウントを行った。 

（４）各種調査活動  

  ①冬鳥一斉調査 ②多摩川のカモを中心とした越冬鳥調査 ③カルガモ繁殖調査 

  ④イワツバメ繁殖調査 ⑤オオルリ他夏鳥生息数調査 ⑥片倉城跡公園巣箱利用状況調査  

  ⑦我が家の庭に来た野鳥調査 ⑧タカの渡り調査 ⑨ツバメの集団ねぐら調査 

  ⑩ムクドリ、ハクセキレイ、セグロセキレイの集団ねぐら調査 

  ⑪緑地の保全地域における野鳥の生息調査 ⑫内陸のイソヒヨドリ繁殖調査 

  ⑬長沼駅ヒメアマツバメ調査 ⑭上柚木公園野鳥調査 を実施した。 

（５）鳥信情報の収集活動  

   八王子市内、日野市内の「鳥等の観察情報」を収集し、データベースに収録した。 

（６）他団体、小中学校等の野鳥観察の支援、指導 

  ①八王子市立上川口小学校他７校 ②多摩森林科学園鳥類標識調査 

  ③上柚木公園巣箱架け活動  巣箱利用調査 ④八王子市東南部環境市民会議 自然体験講座  

  ⑤八王子市浅川水辺の楽校 ⑥カワセミ会ジュニアクラブ野鳥観察会の支援 

（７）東京都公園協会賞へ応募し最優秀賞を受賞 

  「八王子市内の都市公園が野鳥の生息環境として果たしてきた役割と保全に関する提言 ～市  

  民団体による３０年間の調査結果から～」をまとめ、応募した論文が最優秀賞を受賞した。 
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第６章 市による環境負荷低減のための率先行動 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

１ 概要 

（１）八王子市地球温暖化対策地域推進計画の地方公共団体実行計画（事務事業編） 

ア 目的 

地方公共団体実行計画（事務事業編）は、施策から職員の行動に至るまで、あらゆるレベル

で環境に配慮した取組を徹底することにより、市の事務事業の実施による環境負荷の低減に取

り組むための計画です。この計画に基づき、市が自ら率先して取り組むことで、市域全体の環

境保全を推進することをめざしています。 

令和２年３月に策定した「第４次エコアクションプラン」の実績を踏まえ、取組を継続する

とともに、施設・設備等の対策や日常の事務活動における環境配慮を推進していく内容となっ

ています。 

 

イ 期間 

計画の期間は令和５年度から令和１２年度までの８年間です。 

 

ウ 位置づけ 

 本計画は、地球温暖化対策の推      

進に関する法律第２１条に規定す   

る「地方公共団体実行計画」に基

づき策定します。あわせて、気候

変動適応法第１２条に基づく気候

変動適応計画として位置づけます。

また、本市の新たな基本構想・基

本計画「八王子未来デザイン２０

４０」のもと、本市の環境保全に

関する基本方針を定めている「第

２次八王子市環境基本計画（改定

版）」の基本目標Ⅱ「資源循環とエ

ネルギーの有効活用で、地球環境

にやさしいまちをつくる」を担う計画と位置づけます。 

市は、市内最大の事業者であることを踏まえ、事務事業における環境負荷の低減を図るため

に、自ら率先して環境保全に取り組みます。 

「八王子市地球温暖化対策地域推進計画の地方公共団体実行計画（事務事業編）」に基づき、

自治体として率先して環境配慮全般に取り組むとともに、市の事務事業から排出される温室効

果ガス削減のため、市施設での省エネルギー化及び再生可能エネルギー等の導入を進めます。 

また、職員一人ひとりの環境配慮行動を定着させ、市内事業者の模範となるよう推進してい

きます。 
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エ 目標 

これまでの取組による実績を踏まえるとともに、地域全体の環境保全の責任者として率先し

て環境に配慮するため、２０３０年度に市の事務事業に関わる温室効果ガスの排出量（二酸化

炭素換算）を５２，７５０ｔとすることを目標としています。 

 

（２）グリーン調達   

平成１７年４月に策定した「八王子市グリーン調達方針」では、基本原則の中で第一に「購入

の必要性の検討」を掲げています。事前に物品の購入の必要性を十分に検討することで、無駄な

購入をなくすことが、限りある資源・エネルギーの消費の抑制につながる最も重要なことだから

です。 

市では、取組の推進を図ることから「グリーン購入法」及び「環境物品等の調達の推進に関す

る基本方針」に基づき設定された特定調達品目すべてを、八王子市グリーン調達重点品目とし、

調達目標１００％をめざし取り組みました。 

 

（３）電力の調達に係る環境配慮実施方針 

平成２４年２月に定めた環境に配慮した契約を締結するための方針「八王子市電力の調達に係

る環境配慮実施方針」に基づき、電力を調達しました。 

 

（４）環境マネジメントシステム 

市では、平成１８年度から環境マネジメントシステムを導入しています。平成２９年度から市

独自規格の八王子市役所環境マネジメントシステム（Ｈ－ＥＭＳ）を導入し、市役所一丸となっ

て環境配慮に取り組んでいます。 

 

２ 取組実績 

（１）地方公共団体実行計画（事務事業編）推進のしくみ 

地方公共団体実行計画（事務事業編）を効果的に推進するため、庁内環境調整委員会（環境推

進本部会議）を中心に、進行管理等全庁的な視点での総括管理を行うとともに、各職場に環境推

進責任者及び環境推進員を設置することにより、課内での取組の推進を図っています。 

そして、計画の達成に向け、毎年度の目標及び取組を設定し、その取組状況を点検するために

監査を実施しています。その結果を検証し、取組の改善を図ることで、環境配慮行動を推進して

います。 

さらに、取組の徹底を図るため、環境推進責任者を対象とした研修を実施したほか、監査報告

書を共有し、職員一人ひとりの意識の向上を図り、積極的な環境配慮の取組を推進しました。 

 

（２）温室効果ガスの排出量の削減 

平成２０年５月に改正された「エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）」により、

対象となる施設を外部委託施設を含む全施設に拡大し、エネルギーや燃料の使用量等から毎年度

の温室効果ガス排出量（二酸化炭素換算）を把握しています。 
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令和５年度は、令和４年度に比べ、「公用車」の部門において温室効果ガス排出量は減少し、「廃

棄物」と「施設運営」の部門において温室効果ガス排出量は増加しました。温室効果ガス総排出

量は４．３％増加しました。令和５年３月改定の八王子市地球温暖化対策地域推進計画における

目標値達成のため、引き続き環境マネジメントシステムの活用により、エネルギー使用について

各課・施設で目標を設定し、その取組状況を毎年度見直すことで、省エネルギーの促進等を進め

ていきます。 

t-CO2 
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用語解説 

アルファベット／数字 

ＢＯＤ 
生物化学的酸素要求量（Biochemical Oxygen Demand）

の略で、河川の水質汚濁の指標として用いられます。

水を汚している有機物を微生物（好気性バクテリア）

が酸化分解するときに必要とする酸素量で、値が大き

くなるほど汚濁が多いことを示します。また、微生物

の代わりに化学物質の酸化剤を用いて測定するＣＯＤ

も、水質汚濁の指標として使用されることがあります。 

ＢＯＤ７５％水質値
す い しつ ち

 
ｎ個の日間平均値を数値の小さいものから並べた

とき０．７５×ｎ番目にくる数値で、ＢＯＤの環境基

準の達成状況は７５％水質値で見ます。 

ＣＯＤ 
 化学的酸素要求量（Chemical Oxygen Demand）の略

で、水中の有機物と無機物を酸化剤によって酸化する

ために必要とする酸素量で示したものです。 

海域と湖沼における生活環境の保全に関する環境基

準として用いられるとともに、排水基準にも用いられ

ています。 

 

 

 

 

ＬＡＳ－Ｅ 
環境自治体スタンダード（Local Authority’s 

Standard in Environment）の略です。自治体向けの環

境マネジメントシステムの規格で、目標の設定や監査

に市民が参加することが特徴となっています。 

ＮＧＯ／ＮＰＯ 
非政府組織（NonGovernmental Organization）／非

営利組織（NonProfit Organization）の略です。ＮＧ

Ｏは、政府間の協定によらずに創立された、民間の国

際協力機構のことです。ＮＰＯは、政府や企業とは独

立した存在として、市民・民間の支援のもとで社会的

な公益活動を行う組織・団体のことです。 

ＳＤＧｓ 
持続可能な開発目標を意味しています。持続可能な

開発目標は、２０１５年９月の国連サミットで全会一

致で採択された、「誰一人取り残さない」持続可能で多

様性と包摂性のある社会の実現のため、２０３０年を

年限とする１７の国際目標です。 
 
 
 
 

ア 行 

アドプト制度
せ い ど

 
市民や事業者などが、地域の道路や公園などの公共

施設を自分たちで定期的に清掃するボランティア制

度です。市では、町会・自治会、市民グループ、学校、

企業が、道路や公園などの公共施設の清掃、除草など

を行う、公共施設アドプト制度を制定しています。 

雨水
う す い

浸透
しんとう

施設
し せ つ

 
雨水を地下に浸透させる施設を「雨水浸透施設」と

呼び、雨水浸透ますや浸透トレンチ（掘削した溝に砕

石を充填し、この中に有孔管を設置したもの）が代表

的な施設です。 

エコアクション２１（ＥＡ２１） 
環境省が創設した環境マネジメントシステムの規

格のひとつで、ＩＳＯ１４００１の規格を基本とし、

中小事業者でも取り入れやすいようシステムの構築

が容易なものとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

エコショップ 
簡易包装の実施、マイバッグ持参運動の推進、エコ

商品の販売など、『ごみになる物は買わない、家庭に

持ち込まない』行動を率先して手助けしてくれる環境

にやさしいお店として市が認定した店舗です。 

エコひろば 
「八王子市環境学習室」の愛称。市民・事業者が環

境について関心を持つきっかけづくりと、環境保全活

動団体などが、地域に根ざした活動を展開するための

活動拠点として、平成１７年１月にあったかホール内

に開設しました。環境に関する講座の開催や環境教育

支援事業を行っています。 

温室
おんしつ

効果
こ う か

ガス 
太陽光線によって暖められた地表面から放射され

る赤外線を吸収して大気を暖め、一部の熱を再放射し

て地表面の温度を高める効果を持つガスをいいます。

温室効果ガスには二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、

一酸化二窒素（N2O）、フロンガスなどがあります。 
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カ 行 

外来
がいらい

種
しゅ

 
人為により自然分布域の外から持ち込まれた種の

ことをいい、自然に分布するものと同種であっても、

他の地域個体群から持ち込まれた場合も含まれます。 

海外起源の外来種であって、生態系、人の生命・身

体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、または及ぼすお

それがあるものの中から特定外来生物が指定されます。 

環境
かんきょう

基準
きじゅん

 
環境基本法により国が定めているもので、「人の健

康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持される

ことが望ましい」とされている基準のことです。大気

の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音の４つにつ

いて基準が定められています。 

環境
かんきょう

市民
し み ん

会議
か い ぎ

 
市内を６つの地区に分け、それぞれの市民・事業者

によって自発的に環境保全活動を実践する組織で、平

成１４年７月に設立されました。 

環境
かんきょう

推進
すいしん

会議
か い ぎ

 
環境市民会議の代表者、公募市民、市の職員により

構成され、市の施策と市民・事業者の活動について協

議・調整し、環境保全活動を総合的に推進するため、

八王子市環境基本条例に基づいて設置された組織です。 

 

 

 

 

環境
かんきょう

マネジメントシステム 
企業・組織が自主的・継続的に環境への負荷を低減

させることを目的とし、環境保全の方針や目標を定め、

これを実行し、その結果を点検して方針などを見直す

という一連の管理のしくみのことをいいます。主なシ

ステムとしては、ＩＳО１４００１やエコアクション

２１などがあります。 

揮発性
き は つせ い

有機
ゆ う き

化合物
か ご うぶ つ

（ＶＯＣ） 
Volatile Organic Compounds の略で、常温常圧で大

気中に容易に揮発する有機化学物質の総称のことで

す。 

具体例としてはトルエンやベンゼンなどを指し、こ

れらは溶剤、燃料として重要な物質であることから幅

広く使用されています。しかし、環境へ放出されると

光化学スモッグなどの健康被害を引き起こす原因と

なります。また、ホルムアルデヒドによるシックハウ

ス症候群や化学物質過敏症が社会に広く認知され、問

題となっています。 

丘陵地
きゅうりょうち

 
なだらかな起伏、小山あるいは丘の続く地形のこと

です。山地より標高が低く、起伏が小さくなっていま

す。本市では、多摩丘陵をはじめ、八王子丘陵、加住

丘陵などがあります。 

空閑地
く う かん ち

 
利用されずに放置されている土地、空き地のことで

す。 

 

サ 行 

里
さと

山
やま

 
原生的な自然と都市との中間に位置し、集落とそれ

を取り巻く二次林、それらと混在する農地、ため池、

草原などで構成される地域のことです。 

斜面
しゃめん

緑地
りょくち

 

市街地内の丘陵地にある斜面の緑地で、良好な自然

が保持されているものをいいます。市街地内丘陵地の

みどりの保全に関する条例に基づき、斜面緑地保全区

域として指定した場合は、維持管理に要する経費の一

部を支援しています。 

水質
すいしつ

汚濁
お だ く

防止法
ぼ う しほ う

 
国民の健康を保護し生活環境を保全することを目

的に、工場及び事業場からの公共用水域への排出及び

地下水への浸透を規制し、さらに生活排水対策の実施

を推進することで水質汚濁防止を図るため、１９７０

年に制定されました。 

 

生産
せいさん

緑地
りょくち

地区
ち く

 
市街化区域内にある農地等の農業生産活動に裏付

けられた緑地機能に着目し、公害または災害の防止、

農林漁業と調和した都市環境の形成に資する農地等を

計画的に保全する地区です。 

生産緑地地区に指定された農地は、税制面での優遇

を受けることができるため、農業の継続がしやすくな

る一方、農地保全の観点から３０年間の営農管理が義

務付けられ、建築物などの建築行為は制限されます。 

瀬切
せ ぎ

れ 
河川で流れが途切れたり、水量が極端に少なく河床

が露出したりすることをいいます。 

 

 

 

 
 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%B3%E3%82%BC%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%B6%E5%AA%92
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%A0%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%92%E3%83%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%82%B9%E7%97%87%E5%80%99%E7%BE%A4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%82%B9%E7%97%87%E5%80%99%E7%BE%A4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E7%89%A9%E8%B3%AA%E9%81%8E%E6%95%8F%E7%97%87
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タ 行 

体験
たいけん

の機会
き か い

の場
ば

 
「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する

法律（環境教育促進法）」に基づき、自然体験活動など

を行う場を都道府県知事等（政令指定都市・中核市の

場合はその市長）が「体験の機会の場」として認定す

る制度です。 

ダイオキシン類
るい

 
ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン、ポリ塩化ジベ

ンゾフラン及びコプラナーＰＣＢの総称です。有機塩

素化合物の一種で、塩素原子の数と位置により多数の

異性体があります。このうち、2.3.7.8－テトラクロロ

ジベンゾパラジオキシンの毒性がもっとも強く、生殖

機能への影響、発がん性や奇形をひき起こすおそれが

あることなどが指摘されています。 

ダンボールコンポスト 
ダンボール箱に入れたもみ殻くん炭（もみ殻をいぶ

して炭にしたもの）やココピート、竹チップなどの基

材に生ごみを入れてかき混ぜ、微生物の力で分解し、

たい肥に変えるものです。 

地下水
ち か す い

かん養
よう

 

雨水などを地下へ浸み込ませ地下水の量を豊かにす

ることです。森林の保全や雨水を浸透させる工夫（透

水性舗装、透水管、浸透ますなど）を行うことにより

地下水を豊かにすることができます。 

 

地球
ちきゅう

温暖化
お ん だん か

 

人間の活動により二酸化炭素をはじめとする温室効

果ガス（太陽からの熱を地球に封じ込め、地表を暖め

る働きがあるガス）の濃度が増加し、地表面の温度が

上昇することです。 

 

窒素
ち っ そ

酸化物
さ ん かぶ つ

（ＮＯx） 
物が高い温度で燃えたときに、空気中の窒素（N2）と

酸素（O2）が結びついて発生する、一酸化窒素（NO）や

二酸化窒素（NO2）などのことをいいます。工場や火力

発電所、自動車、家庭など発生源は多様です。都市部の

自動車から排出される窒素酸化物（NOx）による大気汚

染が問題となり、現在も排出ガス規制などにより排出量

を減らす努力が続けられています。 

低公害車
ていこうがいしゃ

 
従来の自動車に比べ大気汚染物質の排出量等が低い

など、環境への負荷が少ない自動車の総称です。主に、

ガソリンや軽油に代わる燃料をエネルギーとする自動

車のことで、電気自動車、メタノール車、天然ガス車、

ハイブリッド車等があります。 

特別
とくべつ

緑地
りょくち

保全
ほ ぜ ん

地区
ち く

 

都市緑地法に基づき、都市計画区域内の緑地の無秩

序な市街地化防止のほか、伝統的又は文化的意義を有

する緑地や、動植物の生息地又は生育地などとして適

正に保全することを目的に、都市計画に定めることが

できるものです。 

 

 

 

ナ 行 

野焼き
 の  や

 
廃棄物等を野外で焼却することをいいます。 

本来は、牛馬や採草地を維持するために、毎年春の

彼岸前後に野草地に火を入れて焼く作業をいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 行 

ばい煙
えん

 
一般的には、燃料の燃焼などによって発生し、排出

される「すす」と「煙」という意味合いですが、大気

汚染防止法では、「硫黄酸化物」、「ばいじん」、「有害物

質」と定義し、ばい煙は、同法による規制対象物質で、

対策として排出基準、総量規制基準、燃料使用基準が

設けられ、それらを排出する施設が指定され、規制さ

れています。また、「有害物質」については、燃焼のみ

に限らず、広く有害物質を発生する工程を含む施設が

規制されています。 

はちおうじ省
しょう

エネ国
こく

 
家庭を一つの国として省エネルギーに取り組み、地

球にやさしい生活をしていくものです。同時に電気代

などの節約にもつながるので、地球にも家計にもやさ

しい取組です。 

はちおうじ出前
で ま え

講座
こ う ざ

 
市民の生涯学習活動を支援することを目的に、学習

会等に市や企業等の職員が講師として出向き、担当す

る事業などについて講義や説明をすることをいいます。 
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マ 行 

みどりのカーテン 
ゴーヤやヘチマなどつる性の植物で建物の窓や壁

を覆うことで、夏季の強い日差しを和らげるなど、冷

房費の削減等の効果があります。 

みどりの保全
ほ ぜ ん

基金
き き ん

 
八王子市みどりの基金条例に基づき、市内に残され

た貴重なみどりを保全するとともに、緑化の推進を図

るために必要な資金を積み立てています。基金の趣旨

に賛同いただいた皆様からの寄附などを積立て、本市

のみどりを次世代に継承する事業に役立てています。 

木質
もくしつ

バイオマス 
「バイオマス」とは、生物資源（bio）の量（mass）

を表す言葉であり、「再生可能な生物由来の有機性資源

（化石燃料は除く）」のことで、木材からなるバイオマ

スのことを「木質バイオマス」と呼びます。主に、樹

木の伐採時に発生した枝や葉などの林地残材、あるい

は、製材工場などから発生する樹皮やのこ屑、また、

住宅の解体材や公園や街路の樹木の剪定枝などがあり

ます。 

 

 

 

ヤ 行 

谷戸
や と

 
丘陵地が浸食されてつくられた谷状の地形のことで

す。また、そのような地形を利用した農業とそれに付

随する生態系を指すこともあります。 

有害
ゆうがい

大気
た い き

汚染
お せ ん

物質
ぶっしつ

 
大気汚染防止法により、低濃度長期暴露で発がん性

などが懸念される有害な大気汚染物質について健康

被害の未然防止の観点から、モニタリング、公表、指

定物質の排出抑制基準等の規定が追加されています。 

大気中の濃度の低減を急ぐべき物質として、ベンゼ

ン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ダ

イオキシン類が取り上げられ、工場・事業場からの排

出抑制対策が進められています。 

湧水
ゆうすい

 
地下水が崖や谷戸などから自然状態で地表に流れ

でたものをいいます。 

 

 

 

 

 

 
 

ラ 行 

緑被率
りょくひりつ

 
みどりの総量を把握する方法のひとつで、航空写真

等によって上空から見たときのみどりに覆われている

面積の割合のことです。森林・樹林地のほか、草地や

農地、公園や道路、学校などの公共公益施設のみどり、

住宅、工場などの民有地のみどり等が含まれます。 



 

 

 

 

皆さんからのご意見・ご感想をお寄せください。 

 

 

八王子市環境白書２０２４をご覧いただき、お気づきの点やご意見・ご感想などが

ありましたら、下記までご連絡ください。 

これからの環境白書作成の参考にさせていただきます。 

 

 

 

 

（宛先） 

〒１９２－８５０１ 

八王子市元本郷町三丁目２４番１号 

環境部環境政策課 

          ＴＥ Ｌ：０４２－６２０－７３８４ 

ＦＡ Ｘ：０４２－６２６－４４１６ 

          Ｅ-mail：b110400@city.hachioji.tokyo.jp 
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